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１．事前にいただいた質問への回答
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質問内容等の一覧

標 題質問者（医師会）

物価高騰等に対する補助金の執行について鹿児島県

国民皆保険制度を守るために長崎県

消費税について熊本県

医業承継の税制上の課題が地域医療の存続に及ぼす影響について福岡県

令和８年度診療報酬改定における
病院と診療所の均衡をめぐる課題について

福岡県

医療事故調査制度発足10年を踏まえて、
日本医師会の立ち位置と各都道府県医師会の現況について

福岡県
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物価高騰等に対する補助金の執行について
鹿児島県医師会質問者

物価高騰等に対する補助金の執行について標 題

令和４年度に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点
支援交付金」が創設されて以降、毎年、物価高騰等に対する補助金が組まれている。令和５年には「重点支援地方
交付金」となったが、現在まで継続して推奨事業メニューの事業者支援の対象に医療機関・介護施設が含まれている
のは、ひとえに松本会長をはじめとする日本医師会の役員の先生方のご尽力によるものと御礼申し上げる。

しかし、当該補助金や、令和６年度補正予算（令和７年度に繰り越し）における「医療施設等経営強化緊急支援事
業」は、国から直接、各医療機関へ補助金が支給されず、それぞれの都道府県行政により金額などが決められ、議
会で予算承認を受けた後、それぞれ異なる補助金の内容で、更に時期にも格差が生じている。

本県では、これら補助金のアナウンスや執行が他県と比べて非常に遅く、医療機関に補助金が行き渡るまでの期
間が長くなっている。例を挙げると、令和６年12 月に国から公表された重点支援地方交付金の給付申請が開始され
たのは翌年の７月であった。また、先述の補正予算事業における「生産性向上・職場環境整備等支援事業」は令和６
年12 月に厚生労働省が発表し、県議会では令和７年６月末に補正予算として可決したにもかかわらず、９月１日に
なってようやく県ホームページにて公表された。本会や各医療機関への周知文書はさらにその後になってからの発送
であった。

また、重点支援地方交付金による補助金対象は「高圧電力・LP ガス使用」及び「入院患者食事提供」の病床を有
する施設のみが対象とされており、無床診療所は対象外となっている。他県では、無床診療所も補助対象とされてい
るところもあり、格差が生じている。

上記状況を踏まえ、全国で統一した金額を、速やかに医療機関等に支給していただくため、国で一括して執行まで
行っていただくことを要望する。

要 旨

4



国民の皆様のいのちを守り、安心して必要なサービスを受けていただくため

にも、赤字に苦しむ医療機関や介護施設への対応は待ったなしです。診療

報酬・介護報酬については、賃上げ・物価高を適切に反映させていきますが、

報酬改定の時期を待たず、経営の改善及び従業者の処遇改善につながる

補助金を措置して、効果を前倒しします。

高市内閣総理大臣 所信表明演説 （2025年10月24日）

令和７年度 補正予算に向けて

高市総理が所信表明演説で述べられたことは、現在の医療機関の窮状をご理解された上で、
スピード感をもった対応で「医療をしっかりと支えていただける」というご趣旨だと考えています。

ただし、国の補正予算が成立しても、都道府県で議会を開き補正を組むとなると相当時間がか
かり、医療機関はそこまでもちません。実際に去年の補正が１０月末時点で行き届いていない県
などもあります。日本医師会は、都道府県を通さずに国が直接医療機関に出す補助金などの実
現を引き続き求めています。
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1回目

3回目

2回目

4回目

5回目

令和4年9月20日閣議決定 6,000億円（コロナ・物価予備費 当初2,000億円＋追加4,000億円）

令和5年3月28日閣議決定 7,000億円（令和4年度予備費より）

令和5年11月2日閣議決定 5,000億円（令和5年度補正予算より）

令和6年11月22日閣議決定 6,000億円（令和6年度補正予算より）

令和7年5月27日閣議決定 1,000億円（令和7年度予備費より）

光熱費・食材料費等物価高騰対応 重点支援地方交付金

物価高騰への対応については、過去約３年の間に５回にわたって重点支援地方交付金（地方創生臨時交付金）による
補助が自治体を通じて行われています。直近では、５月２７日に予算額１０００億円ながら予備費による追加が決定した
ところです。しかし、給付までに時間がかかることや、自治体ごとにバラつきがあることが課題です。
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令和６年度補正予算「重点支援地方交付金」を活用した
各都道府県における病院への光熱費・食材料費等支援の状況
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地方自治体により支援額に大きな差異があることが課題

※一般病院の例で計算し、電力は高圧契約として計算している。



令和６年度補正予算「重点支援地方交付金」を活用した
各都道府県における無床診療所への光熱費等支援の状況
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地方自治体により支援額に大きな差異があることが課題

10※都道府県の支給要綱等より１施設当たりの固定額が算定可能な46都道府県の集計。電力は低圧契約、ガスはプロパンの例で計算。



令和６年度補正予算「重点支援地方交付金」医療機関向け物価高騰対策支援
九州各県の申請受付開始月

決定した補正予算の時期申請受付開始月

令和6年度12月補正予算令和7年1月福岡県

令和6年度2月補正予算令和7年4月佐賀県

令和6年度11月補正予算令和6年12月長崎県

令和6年度2月補正予算令和7年7月、10月（※）熊本県

令和6年度2月補正予算令和7年6月大分県

令和6年度2月補正予算令和7年5月宮崎県

令和6年度3月補正予算令和7年7月鹿児島県

令和6年度2月補正予算令和7年9月沖縄県
各県のホームページ等より作成

※熊本県は、令和7年8月の大雨による被災等を踏まえ、10月に2次募集が行われた。

地方自治体により交付までに時間がかかることが課題
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令和６年度補正予算「重点支援地方交付金」医療機関向け物価高騰対策支援
九州各県はいずれも受付終了済み

熊本県は、令和７年８月の大雨による被災を踏まえ、10月に2次募集が行われた。

各県ホームページより
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令和６年度補正予算「重点支援地方交付金」医療機関向け物価高騰対策支援
九州各県はいずれも受付終了済み 各県ホームページより
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1回目

3回目

2回目

4回目

5回目

令和4年9月20日閣議決定 6,000億円（コロナ・物価予備費 当初2,000億円＋追加4,000億円）

令和5年3月28日閣議決定 7,000億円（令和4年度予備費より）

令和5年11月2日閣議決定 5,000億円（令和5年度補正予算より）

令和6年11月22日閣議決定 6,000億円（令和6年度補正予算より）

令和7年5月27日閣議決定 1,000億円（令和7年度予備費より）

光熱費・食材料費等物価高騰対応 重点支援地方交付金

物価高騰への対応については、過去約３年の間に５回にわたって重点支援地方交付金（地方創生臨時交付金）による
補助が自治体を通じて行われています。直近では、５月２７日に予算額１０００億円ながら予備費による追加が決定した
ところです。しかし、給付までに時間がかかることや、自治体ごとにバラつきがあることが課題です。
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予算額が少なく医療機関への支援も限定的
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令和７年度補正予算「重点支援地方交付金」医療機関向け物価高騰対策支援
各県ホームページより
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金額交付額

428億円
病院（一般、療養、精神）・有床診：4,104千円×病床数１．病床数適正化支援事業

（市場価格－補助事業単価）×国負担分相当２．施設整備促進支援事業

828億円
病院・有床診：4万円×病床数、
診療所・訪問看護ステーション：１施設 18万円

３．生産性向上・職場環境整備等支援事業

55億円

分娩取扱施設支援事業
病院または診療所：１施設 250万円
助産所：１施設 100万円４．分娩取扱施設支援事業

・小児医療施設支援事業
小児医療施設支援事業

小児科部門の病床数×25万円

分娩取扱期間に応じた基準額と対象経費額のいずれか
少ない方の額×補助率 １施設 最大1,140万円×1/2５．地域連携周産期支援事業（分娩取扱施設）

基準額と対象経費額のいずれか少ない方の額×補助率
施設整備の場合：１施設 最大1,680万円×1/2６．地域連携周産期支援事業（産科施設）

医療施設等経営強化緊急支援事業
令和６年度補正予算で計上

令和７年度予算に繰り越して順次実施

（出所）令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱 （https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001470617.pdf）

交付額の基準は全国統一（国が定める実施要綱による）

予算総額：1,311億円
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病床数適正化支援事業 医療施設等経営強化緊急支援事業
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病床数適正化支援事業の配分対象病床数
活用意向を示した

病床数
配分対象病床数

都道府県
活用意向を示した

病床数
配分対象病床数

都道府県
第２次第１次第２次第１次

47777100滋賀県4,862398352北海道

2,047152139京都府57572100青森県

2,514141197大阪府1,02297138岩手県

2,395196107兵庫県81270100宮城県

32850100奈良県1,103116147秋田県

42427100和歌山県60348135山形県

23310100鳥取県2,361161220福島県

46444100島根県1,00927260茨城県

90984100岡山県64718107栃木県

99479147広島県75356100群馬県

95298138山口県87883100埼玉県

43943129徳島県1,759171276千葉県

64655100香川県2,595176539東京都

1,24277100愛媛県1,569134411神奈川県

62844100高知県1,11269260新潟県

2,400181181福岡県50650100富山県

51238100佐賀県58940108石川県

2,30393210長崎県36149100福井県

1,07689100熊本県55736100山梨県

85319100大分県79470116長野県

1,40538153宮崎県795131100岐阜県

1,698139253鹿児島県1,19892108静岡県

41840100沖縄県1,42488139愛知県

53,5764,1087,170合計33542100三重県

*「令和７年度医療施設等経営強化緊急支援事業（病床数適正化支援事業）の内示
について」厚生労働省医政局医療経理室、令和7年4月11日、6月27日付事務連絡
より作成。 20



病床削減についての日本医師会の考え方

令和６年度補正予算の病床数適正化支援事業で５万床を超える申請があったことを踏ま
えると、そうしたニーズに応えるものと理解しており、前向きに評価しております。

具体的には、実情調査も行って各地域における医療ニーズを踏まえた上で、病床数の適
正化に当たって必要な支援が行われるものであると受け止めておりますが、病床数の適正
化を進めていく際には、丁寧に意見を聞きながら進めていただきたいと考えております。な

おその際、病床数適正化支援事業の対象外となった４万数千床の病床については、
優先的な支援の対象としていただくよう配慮をお願いいたします。

もちろん、病床の削減ありきではなく、感染症パンデミック等の有事対応も含め、
地域で必要な入院医療がなくならないよう勘案することも、同時に求められます。

また、全国の地域住民、患者さんやそのご家族、そして医療現場で懸命に命や健康を
守っている医療従事者等にご理解、ご納得いただけるような施策を望んでおります。

（2025年6月9日 プレスリリースより）

丁寧に意見を集めながら支援策も含めていただきたいと考えている。関係者や地域の理
解と納得を得た上で進めていただきたい。

（2025年6月18日 定例記者会見より）
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地域医療構想の取り組みの推進に向けた調査

 医療機関の連携・再編・集約化の取組状況を把握するための調査を実施。
 許可病床数や医療措置協定の確保病床数、当面の病床削減の予定等を定期的に把握する予定。

 本調査の回答については、必要に応じて今後の予算要求等にも活用する可能性があり、また、その
交付の前提となる可能性もあることが記載。

※ 9月30日まで回答期限を延長（9月19日付け事務連絡）

厚生労働省医政局地域医療計画課「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」
（令和７年８月１４日）抜粋

・・・新たな地域医療構想に向けた病床削減（※）、・・・などの改革について、引き続き行われる社会保障改革

に関する議論の状況も踏まえ、2025年末までの予算編成過程で十分な検討を行い、早期に実現が可能な
ものについて、2026年度から実行する。

（※）人口減少等により不要となると推定される一般病床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情

を踏まえた 調査を行った上で、２年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を
踏まえて次の地域医療構想までに削減を図る。

「経済財政運営と改革の基本方針2025」（令和７年６月13日閣議決定）抜粋
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生産性向上・職場環境整備等支援事業

• 令和６年度補正予算で措置され、
令和７年度に繰り越して実施

• 申請の受付は各都道府県

• 病院・有床診療所 許可病床数×４万円
無床診療所 １８万円 を支給
※許可病床数が４床以下の有床診療所は18 万円

• 令和７年３月３１日時点でベースアップ評価料を
届出済の病院、診療所、訪問看護STが対象

• 以下の取組みに係る、令和６年４月１日から令和
８年３月３１日までの経費が対象
① ICT機器等の導入による業務効率化、
② タスクシフト／シェアによる業務効率化、
③ 給付金を活用した更なる賃上げ

（出所）医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱（令和7年4月1日、厚生労働省医政局長）

医療施設等経営強化緊急支援事業

病院・有床診用
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生産性向上・職場環境整備等支援事業 都道府県における申請開始月
（令和7年）

*都道府県のWebサイトで公表されている内容及び問い合わせた結果を元に作成

令和6年度補正予算の補助金が令和7年の秋になっても医療機関に入らない県もある。
給付までに時間がかかることや、都道府県によって時期にバラツキがあることが課題。
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生産性向上・職場環境整備等支援事業 申請受付期間（令和7年）

1回目 6月16日～9月30日
2回目 10月1日～12月15日
3回目は12月以降を予定

福岡県

8月29日～11月28日佐賀県

7月25日～10月31日長崎県

8月29日～1月30日熊本県

9月9日～12月15日大分県

1回目 8月29日～10月3日
2回目 10月6日～3月19日

宮崎県

1回目 9月1日～10月31日
2回目 12月1日～1月30日

鹿児島県

9月8日～1月30日沖縄県
25

昨年１２月に成立した補正予算が今年の夏季賞与に間に合わない状況であり、
都道府県の議会を通すことにより給付に時間がかかることが課題。



日本医師会 第158回臨時代議員会（2025.3.30）より

○代表質問に対する茂松副会長の答弁

物価高騰への対応につきましては、過去３年の間に４回にわたって重点支援地方

交付金による補助が行われ、また、令和６年度補正予算においては、賃金対応も含

めた一定の補助が実現しています。

しかし、そうした補助金も、昨今の急激な物価高騰と人件費上昇には到底追いつい

ていません。

しかも給付までに時間がかかることや、補助事業によっては自治体ごとにバラつき

があることが課題であり、そうした点の改善を、繰り返し主張しています。
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国民皆保険制度を守るために

長崎県医師会質問者

国民皆保険制度を守るために標 題

今の診療報酬点のままでは、病院・診療所の経営は非常に厳しく、倒産、閉院する医
療機関も多数出てくるものと思われる。次期診療報酬改定では大幅な点数のアップを望
む。

その一方で、診療報酬が上がることで総医療費が増大し、個人が支払う保険料が増え、
国民の生活は苦しいものとなる可能性があるうえ、保険料を払えず未加入となる国民も
出てくることも予想される。保険料をあげなければ、赤字で破綻、解散する保険者が出て
くる可能性もある。

誰もが「国民皆保険制度を守る」とは言うが、今のままでは、医療機関がつぶれるか、
保険に加入することができない国民が出てきて、制度自体が有名無実化することが危惧
される。

日医としては、この難問を解決する方法としてどのように考えているのか。そのお考え
を伺いたい。

要 旨
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こういう考え方も一部にあるが

国民皆保険制度について

大きなリスクは共助中心、
小さなリスクは自助中心

28

必要かつ適切な医療は
保険診療により確保

（出所） 厚生労働大臣、規制改革担当大臣による「いわゆる「混合診療」問題に係る基本的合意」（平成16年12月15日）、
財務省財政制度等審議会財政制度分科会 資料「持続可能な社会保障制度の構築（財政各論Ⅱ）」（令和7年4月23日）21頁を基に作成

財政を緊縮する主張

医療者等の考え方

公的保険の考え方 民間保険の考え方

医療は現金給付ではなく、現物給付である



29

医療機関（病院・診療所・歯科医院）経営事業者の倒産件数推移

（出所） 帝国データバンク「医療機関の倒産・休廃業解散動向調査（2024年）」「全国企業倒産集計2025年7月報（倒産動向データ編）」を基に作成
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国民医療費の財源構成（2022年度・2023年度比較）
「税金による公助」、「保険料による共助」、「患者さんの自己負担による自助」、この3つのバランスを考えながら

進め、病に苦しむ患者さんの自己負担のみを上げないことが重要である。
あわせて、低所得者にしっかりと配慮することも不可欠である。

日本の患者一部負担割合は、
公的医療保険がある先進諸
国と比べてかなり高くなって
いる

消費税をはじめ、税収は上
振れしている

消費税収は、令和２年度に
比べ、令和７年度予算は３.９
兆円増加しており、消費税の
増収分はきちんと社会保障
に使うことが必要

30* 厚生労働省「令和５（2023）年度 国民医療費の概況」 表３ 財源別国民医療費（令和7年10月10日）
厚生労働省「令和４（2022）年度 国民医療費の概況」 表３ 財源別国民医療費（令和6年10月11日）を基に作成

公助
（税金）

18兆331億円

（37.5％）

その他 2,336億円
（0.5％）

自助
（患者負担）

5兆6,865億円
（11.8％）

共助
（保険料）

24兆1,383億円
（50.2％）

事業主保険料
10兆5,613億円

（22.0％）

被保険者保険料
13兆5,770億円

（28.2％）

2023年度

公助
（税金）

17兆6,837億円

（37.9％）

その他 2,230億円
（0.5％）

自助
（患者負担）

5兆4,395億円
（11.6％）

共助
（保険料）

23兆3,506億円
（50.0％）

事業主保険料
10兆1,316億円

（21.7％）

被保険者保険料
13兆2,189億円

（28.3％）

2022年度

税金の投入割合が減少している

賃上げにより収入が増えており、
現行の保険料水準のままでも、
現役世代に新たな負担を求め
ることなく十分対応可能



物価・賃金の変動

31

保険料（共助）税収（公助）

人件費が上がれば料率はそのままでも
保険料収入は増える

物価が上がれば税収は増える

消費税収は、増税前に１％あたり2.66
兆円であったが、現在では１％あたり
3.3兆円程度と、 7,000億円弱増額して
いる。
消費税収は社会保障に充てるとされて
おり、経済成長の果実である消費税収
増を社会保障に活用すべきである。

現役世代の収入は増えており、協会
けんぽなど健康保険組合の保険料
収入が上振れしている。
現行の保険料水準のままでも、共助
の財源は増加している。

（出所） 協会けんぽ「2025（令和7）年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて（概要）」（令和７年１月６日）<https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/other/shuushimikomi/6shuushiiryou.pdf>
健康保険組合連合会「令和６年度健康保険組合予算編成状況－早期集計結果（概要）について－」（令和６年４月23日）<https://www.kenporen.com/include/press/2024/20240422_02.pdf>を基に作成

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/other/shuushimikomi/6shuushiiryou.pdf
https://www.kenporen.com/include/press/2024/20240422_02.pdf


消費税について

熊本県医師会質問者

消費税について標 題

以前より、保険診療における医療費は非課税であるが、医薬品や医療機器、水道光
熱費、建物の維持管理費など、様々な経費を支払う際には課税される状況が続いており
経営を逼迫している。

建前では、消費税は事業者にとって実質的な負担にならないように診療報酬や薬価等
に消費税を反映し点数を上乗せされているとの事であるが現在の様々な物価高騰、人
件費の上昇で多くの医療機関は赤字経営となっている事実をふまえると不十分である。
診療報酬で消費税を補填する現在のシステムは破綻しているのではないだろうか。

消費税３％の時はまだしも、現在は１０％と上昇し、今後、さらに増税される可能性もあ
る現在、医療費を課税対象とするか、国が代わりに補償するかの対応策が必要であると
思われる。

要 旨

32



社会保険診療等に係る消費税について、

診療所においては非課税のまま診療報酬上の補てんを継続しつつ、

病院においては軽減税率による課税取引に改めること

課税取引に早期
に改めるべき

25%

現行の非課税のま
ま診療報酬上の補
てんを継続すべき

40%

よくわからない
19%

時間をかけて
検討すべき

15%

その他
1%

医療に係る消費税の在り方に関する有床診療所の意向
（n=471）

2023年6月全国有床診療所連絡協議会調べ

社会保険診療等に係る消費税制度の見直し

令和４年度
補てん率

令和３年度
補てん率

103.7％112.0％病院

89.5％87.0％一般診療所

99.5％97.6％歯科診療所

91.5％79.6％保険薬局

診療報酬上の補てん状況の検証（中医協）

医療機関の仕入れに要する消費税負担については、診療
報酬による補てんが行われていますが、補てん率には不足
やバラつきがあり、より精緻かつ十分な補てんが必要です。

他方で、診療報酬における補てんの精緻化には限界もある
と考えられます。

個々の医療機関の消費税負担解消のためには、課税取引への転換が有
力な選択肢として考えられる一方で、小規模医療機関等への影響も配慮
する必要があります。

そこで、診療所（有床診療所を含む）においては非課税のまま、病院にお
いては課税とすることを要望します。

日本医師会 令和８年度税制改正要望
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40年以上

1,615病院

（26.7%）

30年以上40年未満

1,105病院

（18.3%）

30年未満

3,330病院

（55.0%）

病院の築年数の分布 (n=6,050)

*厚生労働省「令和6年度病床機能報告の結果報告について」

より作成。

築年数の報告のあった6,050病院の回答を集計。１つの病院

に複数の病棟がある場合は、最も古い病棟の築年数としている。 *中医協総会（2025年8月27日）資料による。

施設の老朽化 資金繰りの悪化

21.5
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46.5
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35.0

40.0
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50.0

（万円/㎡）

病院・診療所の新規着工建築単価

*国土交通省「建築着工統計調査」より作成

医療機関の建築単価
は2倍以上に高騰

現預金回転期間を見ると、1～2か月分の

手元資金しか持ち合わせていない病院が
最も多い。

1,693
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診療報酬債権の譲渡・差押等の

件数の推移（医科）

医療機関の資金繰り
は悪化傾向

築40年以上の病院が
全体の3割弱を占める

（厚生労働省MCDBより）

建設費の高騰

医療機関の消費税負担の中でも、高額な投資の際のキャッシュフローの悪化は喫緊の課題であり、

日本医師会は、税制措置が実現するまでの間、高額な投資に対応する何らかの手当てを、別途、

求めています。
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• 診療報酬上の消費税の補てんについて、２０２５年１０月の中医協 消費税負担分科会において、過去
に公表した補てん率に誤りがあったことが発覚し、データが修正されました。

• 令和３年度、４年度は下方修正となり、一般診療所は大きく補てん不足となっています。病院は平均値
では補てん不足ではありませんが、補てんのバラツキが問題となっています。

（参考）
全体補てん率

保険薬局歯科診療所医科全体修正前
一般診療所病院

103.9％
56千円24千円▲164千円3,851千円136千円補てん差額（A－C）

令和２年度
112.7％103.4％87.0％110.1％103.4％補てん率（A/C）

104.5％
▲80千円23千円▲149千円4,898千円225千円補てん差額（A－C）

令和３年度
89.5％103.2％88.9％113.2％105.6％補てん率（A/C）

106.1％
▲61千円38千円▲73千円4,841千円286千円補てん差額（A－C）

令和４年度
91.7％105.4％94.6％112.8％107.1％補てん率（A/C）

修正

（参考）
全体補てん率

保険薬局歯科診療所医科全体修正後
一般診療所病院

108.3％
101千円41千円▲131千円5,746千円309千円補てん差額（A－C）

令和２年度
123.6％105.9％89.6％115.1％107.7％補てん率（A/C）

102.2％
▲155千円▲18千円▲183千円4,703千円173千円補てん差額（A－C）

令和３年度
79.6％97.6％87.0％112.0％104.2％補てん率（A/C）

98.9％
▲63千円▲4千円▲151千円1,511千円▲32千円補てん差額（A－C）

令和４年度
91.5％99.5％89.5％103.7％99.3％補てん率（A/C）

診療報酬上の控除対象外消費税の補てん状況 （２０２５年１０月８日、中医協消費税分科会）

※ A：収入のうち診療報酬本体へ上乗せされている消費税分 C：支出のうち課税経費の消費税相当額 35



10月8日 中医協消費税分科会（長島常任理事）

◇ 今回、補てん状況の修正ということで、令和４年度は全体で補てん不足（98.9％）だったことが判
明した。これは、消費税対応の補てんの仕組みの信頼を大きく失墜させるものであり、極めて遺憾。

◇ 平成３０年にもデータの誤りが修正された経緯があった。今度こそ再発防止策を徹底していただ
くよう強く求める。

◇ 「精緻な補てん」と言えるのかという、現状の対応に対する根本的な疑問が生まれる。極めて大
きな問題。

◇ 補てん率が徐々に下がっている（全体補てん率：令和２年度108.3％→令和３年度102.2％→令
和４年度98.9％）。物価はさらに上がり続けているため、令和５年度・６年度はさらに乖離が大きく
なる公算が高いと思われる。今の状況に合った補てんのあり方を検討していただきたい。

◇ しっかりと精緻に把握していただくとともに、（中略）、補てん以外にすぐにできるようなことが何か
あるか、あるいは中長期的にどう考えるか、この機に抜本的にしっかりと検討していただきたい。

10月8日 中医協総会（江澤常任理事）

◇ 消費税分科会において正確に調査分析を行い、より精緻かつ十分な補填のあり方を検討してい
ただくよう強く求める。
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補てん状況の修正に関する中医協での日本医師会役員の発言



社会保険診療が非課税であるがゆえに、控除対象外消費税が発生していることから、病院団体
をはじめ、課税転換を求める強い意見があります。

課税転換によって控除対象外消費税を解消することができる一方、様々な課題もあります。

医療の消費税 － 課税転換の課題

① 国民の理解
② 診療報酬への補てん分「引きはがし」
③ 概算経費率による所得計算の特例への影響
④ 消費税の免税事業者、簡易課税事業者への影響
⑤ 事業税非課税措置への影響

課税転換の課題
非課税を課税にすること自体に、
国民（有権者）の広い理解を得ること
が難しく、政治的に極めて難しい課題。

診療所のデメリットを踏まえると、診療所を含めた課税転換については、
現時点では合意形成が難しい状況。
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診療報酬上の消費税対応改定率
（％）

薬価

・材料

3％ 1989.4 0.76 0.11 0.65

5％ 1997.4 0.77 0.32 0.45

8％ 2014.4 1.36 0.63 0.73

10％ 2019.10 0.88 0.41 0.47

通算 3.77 1.47 2.30

消費税率 改定時期 全体 本体

課税転換の課題 ｰ② 診療報酬への補てん分「引きはがし」

・ これまで消費税対応として診療報酬に全体で「3.77％」が補てんされてきました。
・ 税率５％から１０％への対応は、基本診療料に上乗せすることで補てんされています。
・ こうした診療報酬上への補てん分については、いわゆる「引きはがし」が不可避となります。
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社会保険診療報酬の所得計算の特例措置の概要
対 象︓年間の社会保険診療報酬が５,０００万円以下であり、かつ医業収入が７,０００万円以下の個人及び医療法人
内 容︓社会保険診療収入の額に応じ、次の各区分ごとに概算経費率を乗じて得た概算経費を、必要経費とすることができる。

社会保険診療収入 概算経費率

２,５００万円以下 の部分 ・・・ ７２％
２,５００万円超 〜 ３,０００万円以下 の部分 ・・・ ７０％
３,０００万円超 〜 ４,０００万円以下 の部分 ・・・ ６２％
４,０００万円超 〜 ５,０００万円以下 の部分 ・・・ ５７％

推計の考え方 ※本制度の適用診療所数
（推計）

一般診療所数（個人） ４０,０６４ × 特例適用者の割合 １２.１％約４,８００施設一般診療所

歯科診療所数（個人） ５０,８９６ × 特例適用者の割合 ３０.２％約１５,３００施設歯科診療所

約２０,２００施設合計

※ 診療所数は医療施設調査（令和4年）より。特例適用者の割合は日本医師会及び日本歯科医師会の調査（平成30年）より。

課税取引に転換し、医療機関が負担した消費税の還付を請求するためには、実額での記帳が不可欠であ
ることから、 「実額で仕入れ税額を計算できるのであれば、社会保険診療報酬に係る所得計算の特例は不
要になる」という趣旨の財務大臣の国会答弁も残されており、この税制の存続が大きく危ぶまれます。

課税転換の課題 ｰ③概算経費による所得計算の特例（四段階税制）への影響
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消費税課税方式等の適用状況（平成19年度）

免税事業者･･･課税売上が年間1,000万円までの事業者は消費税の申告・納付義務がない。
簡易課税制度・・・課税売上が年間5,000万円までの医療機関には、課税売上に係る消費税×50％を仕入税額控除できる。

過去の調査では、診療所の約７割が免税事業者、２割が簡易課税事業者でした。
しかし、社会保険診療報酬が課税売上になると、ほとんどの診療所の課税売上が1,000万円を超え、

「免税事業者」ではなくなり、消費税の申告・納付義務が発生します。また、課税売上が5,000万円までの
「簡易課税制度」も、多くの診療所は利用できなくなります。

課税転換の課題 ｰ④消費税の免税事業者、簡易課税事業者への影響
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課税転換の課題 ｰ⑤事業税非課税措置への影響

社会保険診療に対する事業税非課税措置は、毎年の税制改正で総務省が常に見直しを求めてくる中で、
社会保険診療の公共性の高さを背景に今日まで維持されています。しかし、社会保険診療に消費税を課税
することとなった場合、事業税非課税の説得力が弱まりかねません。国税である消費税と地方税である事
業税の違いはありますが、議論の波及は避けがたい情勢です。

医療機関の事業税は、
 利益のうち、社会保険診療部分の利益については、

・ 医療法人、個人事業者ともに、事業税は非課税とされている。

 利益のうち、社会保険診療以外の部分の利益に対しては、
・ 医療法人では、約4.7％～6.6％の軽減税率で、法人事業税が課税されている。
・ 個人立の医療機関では、他の多くの業種と同じく5％の税率で、個人事業税が課税されている。

非課税

医療法人 軽減税率4.7～6.6％で課税
個人事業者 税率5％で課税

うち
社会保険診療部分
の利益

医
療
機
関
の
利
益

社会保険診療以外の
自由診療部分の利益

参 考

（一般事業者の利益に対しては、法人は税率4.8～9.6％、個人事業者は税率5％で課税） 41



• 平成29年度・平成30年度（非課税還付方式）
社会保険診療等に対する消費税について、現行の制度を前提として、診療報酬に上乗せされている仕
入税額相当額を上回る仕入消費税額を負担している場合に、その超過額の還付が可能な税制上の措置
を(早急に)講ずること。

※平成30年度は「早急に」を追記

• 平成31年度（非課税還付方式）
控除対象外消費税問題解消のため、診療報酬への補てんを維持した上で、個別の医療機関等において
診療報酬に上乗せされている仕入れ税額相当額に過不足が生じる場合には、申告により補てんの過不
足に対応する新たな税制上の仕組みを平成31年度に創設すること。

42

日本医師会は、消費税１０％への引上げを控えた平成２９～３１年度の税制改正において、
いわゆる非課税還付方式を要望したが、実現に至りませんでした。

病院団体は課税転換を求める一方、小規模医療機関への影響も配慮することが必要であることから、
現在の要望を行うに至っている。

日本医師会税制要望

• 令和6年度〜令和8年度
社会保険診療等に係る消費税について、診療所においては非課税のまま診療報酬上の補てんを継続し
つつ、病院においては軽減税率による課税取引に改めること。

※令和4年度、５年度も、概ね同じ趣旨の要望

日本医師会税制要望



令和7年11月6日 参議院本会議での高市総理大臣答弁

２．社会保障政策

 令和７年度中に、以下を含む社会保障改革項目に関する具体的な骨子について合意し、令和８年度中
に具体的な制度設計を行い、順次実行する。

（１）～（１２） （略）

（１３）医療機関における高度医療機器及び設備の更新等に係る現在の消費税負担の在り方の見直し

自由民主党・日本維新の会 連立政権合意書（令和7年10月20日）

医療に係る消費税についてお尋ねがございました。日本維新の会と自民党の連立政権合意では、医

療機関における消費税負担の在り方も検討項目となっています。

これまで社会保険診療は、消費税が非課税とされており、医療機関等の仕入れに要する消費税の負

担は、診療報酬によって手当を行っています。

医療機関を輸出企業のように消費税の還付対象とするということにつきましては、社会政策的な配慮

に基づき、消費税が非課税とされている他のサービスへの影響などの課題について更なる検討が必要

になると考えております。

高市総理の答弁 （令和7年11月6日 日本維新の会 浅田均 参議院議員への答弁）

社会政策的配慮に基づき消費税が非課税とされている取引 ： 学校の授業料・教科書、住宅の賃貸料、火葬・埋葬料ほか
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医業承継の税制上の課題が地域医療の存続に及ぼす影響について（１/２）

福岡県医師会質問者

医業承継の税制上の課題が地域医療の存続に及ぼす影響について標 題

現在わが国では高齢医師の引退に伴い、診療所や中小病院の承継が大きな
課題となっており、その際、相続税、贈与税、所得税等の負担が大きく、後継者の
確保が難航しているとの声をしばしば耳にする。特に地方においては、医業承継
が円滑に進まないことは無医地区の拡大や地域医療崩壊につながりかねない。
医業承継の円滑化は、単に一医院の存続問題にとどまらず、地域住民の健康と
生活に直結する喫緊の課題である。

医業承継を阻む税制上の問題点としては以下のような課題を考える。

※次ページヘ続く

要 旨
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医業承継の税制上の課題が地域医療の存続に及ぼす影響について（２/２）

福岡県医師会質問者

医業承継の税制上の課題が地域医療の存続に及ぼす影響について標 題

１．「出資持ち分のある医療法人」では持ち分の評価が高額になり、相続税負担が重くなり、継承できずに廃
業に至るケースがある。多くの医療法人（特に持ち分ありの医療法人）は一般の中小企業に適応される
「事業承継税制（相続税、贈与税の納税猶予制度）」の対象外で、税負担の軽減措置を受けられない。

２．2007 年以降「持ち分なしの医療法人」への移行が推進されているが、移行の際に贈与税が発生するリス
クがあり、スムーズに移行できないケースが多い。また2017 年から導入された認定医療法人制度は医
業承継税制の一つの解決策ではあるが、小規模診療所や家族経営の診療所ではハードルが高く普及し
ていないというのが現状である。

３．個人開業医の承継では事業用資産の相続税評価が高額で承継時に多額の相続税が課される上に、一
般事業に比べて事業承継税制の適用に制限があり、税負担が重くなる。

４．医療法人の余剰金は分配ができないために、株式譲渡のような後継者が法人を買い取るような仕組み
が使えない。

以上結論的にはどの医療法人でも税制が医業承継の障害になっており、現行制度は承継促進には適して
いないと考えられる。

今後、日本医師会として、国や関係省庁に対し具体的にどのような税制改正を要望されるご予定でしょう
か。ご回答とともに、日本医師会としての取組方針をお示しいただけますと幸いです。

要 旨
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日本医師会

令和８年度 税制改正要望（令和７年８月）より

46

医業承継時の相続・贈与に関する税制措置

（１） 医療法人の出資持分の相続税評価の引き下げ

（２） 持分のない医療法人における基金の相続税評価の引き下げ

（３） 認定医療法人制度に係る税制措置の延長・拡充

（４） 出資額限度法人の持分の相続税評価の引き下げ（出資額を限度とする） など

下線はご質問に関連する項目



医業承継の税制上の課題
１．持分のある医療法人の相続・承継について①

・政府への政策要望の際には、エビデンスとして実例を示すことが重要となります。
・相続税が重くなり承継できずに廃業に至ったケース等の情報がありましたら、日本医師会にお寄せいただければ幸いです。

持分のある医療法人の相続について、日本医師会は、税制改正要望において、
持分の評価の引き下げ（評価減）を要望しています。

医療法人は、中小企業の事業承継税制（相続税・贈与税の納税猶予制度）の
対象外とされており、また持分の相続税評価においても中小企業の株式と比べ
て不利な取り扱いとなっていると言えることから評価が高額になる等の課題があ
ることは、ご指摘の通りです。

事業承継税制（相続税・贈与税の納税猶予制度）については、平成21年度から

令和６年度まで長年にわたって国に要望をいたしましたが糸口が見えないことか
ら、 会内委員会の提言も踏まえ、現在は、持分の評価の引き下げに絞って要望
しています。今後、令和９年度以降の税制改正に向けては、会内委員会での検
討を踏まえて改めて判断し、要望して行く予定です。
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医業承継の税制上の課題
１．持分のある医療法人の相続・承継について②

事業承継に関する相続税・贈与税については、平成21年度改正で取引相場のない株式等についての

相続税及び贈与税の納税猶予制度が創設されましたが、医療法人の持分については、取引相場のない

株式等と同等に評価・課税されているにも拘らず、課税の軽減措置である同制度の適用から外される結

果となっており、課税上のバランスを欠いております。

地域に必要な医療を確保するためにも、相続税等の納税のために医業継続に不可欠な財産までもが

換金等され、地域の医療資源が脆弱化することのないよう、手当てすることが必要です。

（１）医療法人の出資の評価方法の改善

純資産価額方式における評価減を行うこと。評価減割合は、法定評価方法である

存続期間の定めのない地上権の評価方法（60%評価減）に準じること。

持分のある医療法人は、医療法上の経過措置として位置づけられており、資産としての存続期間が不明。

日本医師会 令和８年度税制改正要望



医業承継の税制上の課題
２．持分のない医療法人への移行と相続・承継について

持分のない医療法人への移行を希望する法人にとって、「持分のない医療法人へ
の移行計画の認定制度（認定医療法人制度）」が不可欠な制度となっています。

持分のない医療法人への移行については、当然、各法人の判断で行うべきもので
あり、日本医師会としては、あくまで相続・承継に向けた「選択肢のひとつ」であると
考え、認定医療法人制度に係る税制措置の延長・拡充を要望しています。

本制度の適用には一定の要件がありますが、役員の同族制限がないことが大きな
ポイントであり、小規模な医療法人においても、希望すれば利用し得る制度です。

認定医療法人制度を活用して「持分のない医療法人」に移行した法人は、令和６年
度の１年間で１０４件、うち６０件は診療所であり、さらにそのうち４４件が無床診療所
です。
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日本医師会 令和８年度税制改正要望

認定医療法人制度に係る税制措置について、適用期限（令和８年１２月３１日）を延長すると

ともに、認定要件を緩和等すること

認定医療法人制度に係る税制措置の延長・拡充

（厚生労働省令和８年度税制改正要望事項より）

〇 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長
医療法上の持分なし医療法人への移行計画の認定制度の延長に伴い、その制度を前提とした特例措置について、適用期限を
３年延長する。

50

税制要望

認定医療法人制度に係る税制

「持分なし医療法人への移行計画の認定」を受けた場合に以下の措置が適用される。

① 法人に対するみなし贈与税の非課税 （平成29年10月～）

持分なし医療法人に移行するため、出資者が持分を放棄すると、持分が法人に贈与されたとみなされて、法人にみなし贈与税が課される

ところ、 「移行計画の認定」を受けて持分なし医療法人に移行すれば、その贈与税が課税されない。

② 相続税等の納税猶予・免除 （平成26年10月～）

持分なし医療法人への移行を検討中に相続が発生した場合、持分に対して相続税がかかるところ、相続税の申告期限（10カ月）までに

「移行計画の認定」を受ければ、その相続税*が猶予され、5年以内に移行すれば免除される。

不意な相続の発生などにより生前に持分放棄ができなかった場合、医業継続のためにこの措置が不可欠。

持分とは、法人の出資者が、
・法人を退社して払戻しを受ける権利、及び
・法人の解散時に残余財産の分配を受ける権利

* 持分に対応する部分に限る

［相続税、贈与税］



① 法人関係者に対し、特別の利益を与えない

② 役員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めている

③ 株式会社等に対し、特別の利益を与えない

④ 遊休財産額は事業にかかる費用の額を超えない

⑤ 法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等の事実その他公益に反する事実がない

⑥ 社会保険診療等（介護、助産、予防接種含む）の収入が、収入の８０％超である

⑦ 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準による

⑧ 医業収入が医業費用の１５０％以内である

「役員の同族制限」が課されないことがポイント。 診療所の医療法人も活用し得る。

これらの要件は持分のない医療法人へ移行した後６年間は満たしていなければならない。

※他に形式的な要件があるが省略している

持分のない医療法人への移行計画の認定制度（認定医療法人制度）の要件参 考

「運営の適正性に関する要件」
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認定医療法人制度による「持分なし医療法人」への移行件数（累計）
件

平成26年に創設された認定医療法人制度は医業承継のための「選択肢のひとつ」として、
累計で1,027件がこの制度を活用して「持分のない医療法人」に移行しています。
直近1年間で104件が移行しています（うち60件が診療所、さらにそのうち44件が無床診療所）。

内訳移行

診療所 60件

病 院 44件
104件

直近1年間
（令和6年4月～令和7年3月）

認定医療法人制度を活用した「持分のない医療法人」への移行状況
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医業承継の税制上の課題
３．個人開業医の相続・承継について

個人版事業承継税制の課題

53

個人開業医の承継では、一般事業者に比べて「個人版事業承継税制（相続税等の納税猶予制度）」

の適用に障壁があることは、ご指摘の通りです（脚注参照）。

これについて、日本医師会は、令和２年度から令和５年度まで、本制度の改善を要望いたしましたが、

他方で、本制度は、あくまでも納税の猶予である上に、他の有力な特例制度である「小規模宅地の減

額特例」との選択制とされていることから、そもそもメリットが薄く、会内委員会において税理士・会計士

の団体に意見を聴取した結果、活用ニーズが低いと判断し、現在は要望いたしておりません。

個人開業医の相続税については、本制度に拘らず、要望すべき措置を引き続き検討して行きます。

（脚注） 平成31年度に創設された「個人版事業承継税制」は、個人事業を承継した後継者が事業を継続している間に限り、相続税等の納税

を猶予する措置であり、個人事業を廃止した場合には、猶予が切れ、納税が必要となります。法人化による個人事業の廃止も同様です
ので注意が必要です。この点について、一般事業者が株式会社化する場合には、個人の事業用資産を現物出資することにより、例外と
して納税猶予を継続できる取扱いとされています。しかし、個人開業医が医療法人化する場合には、株式会社のように現物出資をする
ことは出来ないため、法人化すると事業廃止となり、猶予が切れ、納税が必要となってしまいます。この意味において、個人開業医に
とって本制度を利用することは後継者が将来医療法人化する選択肢が事実上なくなることに等しいため、ほぼ利用できない制度となっ
ています。



個人版事業承継税制の留意点

• 個人版事業承継税制は、既存の事業用小規模宅地の減額特例（事業用宅
地４００㎡まで８０％減額を認める特例）と選択制です。

• 個人版事業承継税制を利用すると事業用小規模宅地の減額特例は利用で
きなくなります。

• あくまで事業を継続する間、納税を「猶予」するものであり、「減額」ではあり
ません。

• 医療法人成りをする際には、個人事業の廃止となり、納税が必要となること
に十分な留意が必要です。

「個人版事業承継税制」とは、個人事業者の土地・建物、器具備品、車両、無形
資産などの事業用資産の承継に係る相続税等の納税を猶予する特例であり、
10年間限定の時限措置です。
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医業承継の税制上の課題
４．医療法人の第三者への承継について

持分のない医療法人は、残余財産の分配を受ける権利等がないため、持分を譲渡
することは出来ません。しかし、実際には、役員退職金を事実上の譲渡対価として、
役員を交代することによって、第三者に承継することが行われています。

一方、持分のある医療法人は、持分を譲渡するとともに、役員を交代することにより、
第三者に承継することができます。

また、第三者への承継は、承継・開業しようとする「譲り受け側」の医師からみて、
新規開業よりもリーズナブルであることや、開業して成り立つだけの医療需要が見込
めることが、取引のベースとなるため、成約は容易ではありません。

なお、日本医師会は、令和8年度税制改正に向けて、医師が不足する重点医師偏在対策支援区域

で承継・開業する診療所への登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減措置等の創設を要望し
ています。

55



福岡県医師会質問者

令和８年度診療報酬改定における病院と診療所の均衡をめぐる課題について標 題

令和８年度診療報酬改定に関して、病院と診療所の双方の立場に鑑み、以下の点について見解を求めたい。

この数年にわたり、我が国においては物価の持続的な上昇と賃金水準の上昇が顕著にみられている。しかし、
公定価格である診療報酬の改定率は、令和４年度＋0.43％、令和６年度＋0.88％にとどまり、物価・賃金の上昇
に追随できていないのが実情である。その結果、多くの医療機関が経営の逼迫に直面し、とりわけ病院では赤
字経営が常態化している。

病院は診療所に比して規模が大きく、収支の赤字額も甚大となる傾向にある。さらに病院は24 時間365 日体
制で地域医療を担っており、夜間・休日勤務に従事する職員への給与水準の上昇は避けられない。これが経営
をさらに圧迫し、実に８割の病院が赤字に転落しているとされる大きな要因である。物価上昇と賃金の上昇（とり
わけ、夜間・休日勤務に従事する職員の賃金上昇）は当面の間、止まることはないだろう。診療報酬改定率その
ものは、従来より政治的決着によって定められてきた。しかし、その改定率を「どのように配分するか」について
は、中医協における議論を経ることが慣例であった。ところが令和4年度改定以降、配分についても政府が直接
的に指示を行うようになり、中医協本来の役割は大きく損なわれ、形骸化しているとの指摘がなされている。さら
に、一部の報道では、病院と診療所の双方の診療報酬を同時に引き上げることは困難であり、病院を優先する
場合には診療所の報酬を削減せざるを得ないとの見解が示されているようである。もし仮に、このような「病院
か診療所か」という二者択一を迫られる事態となれば、それは我が国の医療提供体制を分断しかねない重大な
問題となる。

※次ページヘ続く

要 旨

令和８年度診療報酬改定における
病院と診療所の均衡をめぐる課題について（１/２）
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福岡県医師会質問者

令和８年度診療報酬改定における病院と診療所の均衡をめぐる課題について標 題

病院と診療所は役割こそ異なるが、いずれも国民医療を支える両輪であり、相互に補完し合っ
てはじめて地域医療は成り立つ。病院が失われれば入院医療が崩壊し、診療所が失われれば身
近なかかりつけ医機能が消滅する。いずれも国民生活の基盤を脅かす事態であり、両者を対立
的に捉えることは誤りであり、共存と調和のもとに持続可能な医療提供体制を築くことこそ、国民
が真に望む姿である。

日本医師会は、かねてより「国民医療の確保と持続可能性」を至上命題として活動を続けてき
た。したがって、令和８年度改定に際して仮に二者択一を迫られるような状況に陥ったとしても、日
本医師会はそのような二元論に拘泥すべきではないと考える。むしろ国民医療全体にとっての最
適解を導くために、力強い提言を行う責務がある。もし仮に、政府が二者択一を迫った場合、日本
医師会として、どのような対応を行うのか。また、病院と診療所双方の存続をどのように対応して
いくのか、ご見解をお聞かせいただきたい。

要 旨
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令和８年度診療報酬改定における
病院と診療所の均衡をめぐる課題について（２/２）



日本医師会の松本吉郎会長は６日の記者会見で、診療
所に支払われる診療報酬の圧縮が財政制度等審議会（財
務相の諮問機関）で議論されたことに対し、「診療所の４～
５割は赤字で大変な状態だ」と反論した。

５日の財政審の分科会で財務省は、来年度の診療報酬
改定に向け、診療所の報酬を「適正化の方向で検討すべ
きだ」と指摘。一定機能を有しない場合には初診・再診料を
減算する案や、基準を満たせば初診料に上乗せできる「機
能強化加算」を廃止する案を提示した。

松本会長は「財政的な観点のみから個別の診療報酬を
議論することは看過できない」と不快感を示した。

また、医療介護分野で働く現役世代の賃上げが実現でき
ない状況に触れ、「財政審の議論には、人材流出と経営悪
化によって、医療介護の提供体制が維持できなくなるとい
う危機感が感じられない」と批判した。

読売新聞「財政審の報酬議論に反論 日医会長『診療所の４～５割赤字』」（2025年11月7日）

* 記事：読売新聞 「財政審の報酬議論に反論 日医会長『診療所の４～５割赤字』」（2025年11月7日） 朝刊,二面
写真：読売新聞オンライン「財政審の報酬議論に反論 日医会長『診療所の４～５割赤字』」（2025年11月6日）<https://www.yomiuri.co.jp/medical/20251106-OYT1T50150/> 58
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（出所）日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障②等の議論について」（令和7年11月12日）

松本吉郎会長は、11月６日の会見に引き続き、11日に行われた財務省財政制度等審議
会財政制度分科会（以下、財政審）での議論の内容を受けて、「今回の財政審の資料は診
療所の適正化と称することを行うためのストーリーに基づく資料と議論であり、医療界の中
での分断を招こうとしているが、病院、診療所共に、医療機関は地域を一体となって支えて
おり、両方とも地域にとって必要不可欠なものである」と強調した。

松本会長は、11日に開催したシンポジウム「社会保障のアップデート」の中で、有識者が

*令和7年11月12日日本医師会記者会見より

財務省財政制度等審議会財政制度分科会における「社会保障②」等の議論について（1/5）

「不適切なデータや評価は、最前線で戦う現場の
士気を下げ、社会的共通資本である医療・介護・
福祉を脆弱化させ、社会を分断させる恐れがあ
る」と指摘されていたことを紹介し、財政審が「高
齢者と若者」「病気の方と健康な方」「病院と診療
所」など、さまざまな二項対立で分断を煽ってい
ることが社会の不安定につながっているとして、
「社会格差と健康格差を生まない社会にしていか
なければならない」との考えを示した。
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また資料の内容については、多くは今春の財政審の春の建議の焼き直しであり、特に「２．
医療・介護の理想像」などは春から多少変更はあるものの、関係者の同意も無い財務省の
勝手な理想像が示されているに過ぎず、「あきれ果て、理解に苦しんでいる」と述べ、例えば
「長期処方の普及が質の高い医療とは到底思えない」と批判した。

更に、松本会長は、国民皆保険制度について「平成16年の大臣合意により、『必要かつ適
切な医療は基本的に保険診療により確保する』とされており、これが『公的保険の考え方』で
ある」と説明した上で、財務省等を中心に「大きなリスクは共助中心、小さなリスクは自助中
心」という「民間保険の考え方」も一部に見受けられることは残念だとし、「医療は『現金給付』
ではなく『現物給付』であり、公的皆保険制度として必要かつ適切な医療は保険診療により確
保すべきである」と主張した。

その上で、財政審の「医療」に関する資料について、(1)病院・診療所の収益に対する費用
構造、(2)「2024年度赤字診療所（医療法人立）の分析」及び「（参考）医療法人の法人設立時
期に基づく経常利益率の分析」、(3)医療提供の効率化等―の主に３点に対して反論した。

（出所）日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障②等の議論について」（令和7年11月12日）

財務省財政制度等審議会財政制度分科会における「社会保障②」等の議論について（2/5）
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(1)では、診療所の院長給与について、実態を正確に把握するためには、平均値ではなく中
央値と最頻値を重視すべきであると指摘。加えて、院長は診療だけでなく経営上の全責任を
負い、経営が困窮した場合には、連帯保証人として個人財産を投入してでも返済に対応する
責任がある他、特に小規模の医療機関では、院長は診療のみならず、医療安全の確保、人材
の確保、人事・労務、福利厚生、広報、設備の修繕・更新に至るまで、院内のあらゆることに対
応しているとし、「財務省が示したデータは、医療機関が不眠不休で立ち向かった新型コロナ
ウイルス感染症関連の『今はなき』補助金が含まれるなど、現在の苦しい医療機関経営の実
態を全く示しておらず、恣意的にイメージを先行させようという意図が伺える」と抗議した。

また、個人診療所の院長の個人収益について、その中から所得税の支払い、借入の返済、
建物や医療機器等の固定資産の更新等を行う必要があるため、医療法人の院長の給与と同
列に比較することは全く不適切であるとし、「一般に、個人のまま経営している診療所は医療
法人よりも零細であり、このような資料の出し方は著しく誤解を招くもの」と非難した。

更に、改めて現在の無床診療所の経常利益率の中央値は2.5％、最頻値は0.0～1.0％であ
ることにも触れ、「地域医療を守る診療所の廃業・倒産が頻回に起こることは望ましくなく、一
定の利益率がないと安定的に存在していくことが不可能になる」こと等を説明した。

（出所）日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障②等の議論について」（令和7年11月12日）

財務省財政制度等審議会財政制度分科会における「社会保障②」等の議論について（3/5）
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(2)では、無床診療所を経営する医療法人の収支において、設立後年数が長いほど経常
利益が減少し、事業収益と事業費用も同時に減少していることに関して、財政審が「法人登
記が古い医療法人ほど経常利益率が低くなるのは、設置者である医師が内部留保を給与の
形で取り崩しているからである」と断定していることに対しては、「実際には設立後年数が長く
なるほど、むしろ事業費用は減少しており、それ以上に事業収益が減少していることが経常
利益の悪化を招いている」と反論。

また、医療法人は剰余金の配当が禁止されていることから、当期純利益がプラスであれ
ば利益剰余金が積み上がっていくことは必然とした上で、利益剰余金は、医療法人の設立
以降、毎年の税引き後の利益または損失を積み上げた結果の金額で、「現預金」としてその
まま残っているとは限らないと指摘。多くの医療機関は、税引き後の利益を建物や医療機器
等の設備投資など、医療に再投資したり、過去の設備投資で借り入れた借金の返済に充て
ており、現預金が一部残っていたとしても、将来の建て替えや医療機器等の更新に備える財
源として確保しなければならないと強調した。

(3)では、「財政的観点のみから財政審が、個別の人員配置まであげつらうことは越権行為
と言わざるを得ず、見過ごすことはできない」と強く非難する一方、医療・介護分野における

（出所）日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障②等の議論について」（令和7年11月12日）

財務省財政制度等審議会財政制度分科会における「社会保障②」等の議論について（4/5）
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人材紹介について、人材紹介会社を経由した雇用の都度、発生する手数料は医療機関に
とって大きな負担となっているとしていることには、「この件だけだが、珍しく財政審と考え方の
方向性は一致している」と述べた。

最後に、松本会長は、診療所の利益率は、決算月が直近になるほど利益率が低くなって
おり、2025年度は更に悪化していることに改めて触れ、「診療所だけを深堀りして財源を捻出
するようなことは到底容認できない」と主張。また、今回の財政審の議論は「診療所の適正化
を行う」と称することを行うための恣意的な資料となっており、医療機関経営の経常利益率は
中央値2.5％、最頻値0.0～1.0％と、病院だけでなく診療所も非常に厳しい状況で、例えば、売
上が1億円だと利益は250万円、1.5億円だと375万円と決して高くなく、更にその中で高額な医
療機器等の設備投資等も行っていることを再度強調するとともに、診療所で使用する医療機
器でも1,000万円を超える機器は多くあり、耐用年数も決まっているため、買い替えや高額な
修繕等も必要になると説明。「このままでは閉院する医療機関が増え、地域医療の崩壊を招
く」と警鐘を鳴らし、財源を純粋に上乗せする対応が必須だとして、次期改定までの２年間を
しっかりと見た改定水準を求めた。

（出所）日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障②等の議論について」（令和7年11月12日）

財務省財政制度等審議会財政制度分科会における「社会保障②」等の議論について（5/5）



福岡県医師会質問者

令和８年度診療報酬改定における病院と診療所の均衡をめぐる課題について標 題

医療事故調査制度は再発防止を主な目的として、犯人捜しに傾かない調査の支援団体を、各
都道府県医師会が担ってきました。日本医師会と日本医療安全調査機構は共同で調査制度の周
知活動を行ってきていると聞いています。

私自身福岡県方式の初期段階で初期対応と院外専門委員を担いましたので、調査制度の難し
さを経験してきました。当事者（医療機関）への対応、遺族への説明の問題等です。福岡県におけ
る調査は100例を超えるのが現況です。その中いろんな問題点が指摘されてきています。支援団
体の在り様は地域で異なり報告書も公開されておらず、医療機関（病院）の問題点も様々な事に
及ぶと思われます。福岡県も担当医の加齢に伴う引継ぎの時期になりました。引継ぎを誤ると、
診療や報告書に納得できない遺族は司直に届け、医療訴訟に発展する可能性があります。医療
機関への調査支援体制を円滑に維持、継続することが大切と思います。

日本医師会は、各都道府県医師会の調査制度の現況をどのように把握されているのか、また
その問題点解決のため、どのような対策、指導をされているのか。司法の問題には、日本医師会
の関与が必要ではないかと考えます。我々会員、医療機関は守ってもらえるのか。医療事故調査
制度10年を踏まえ日本医師会のお考え対策をお示しください。

要 旨
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医療事故調査制度発足10年を踏まえて、
日本医師会の立ち位置と各都道府県医師会の現況について



医療事故調査制度
発生報告件数の推移

医療事故調査・支援センター2024年年報(日本医療安全調査機構)より 65



都道府県別人口100万人あたりの医療事故発生報告数(制度開始から)

医療事故調査・支援センター2024年年報(日本医療安全調査機構)より 66



厚労科研(令和5・6年度)

医療事故調査制度における医療事故調査等支援団体による

支援の機能的運用および質向上に向けた研究

研究代表者 細川 秀一 （日本医師会 常任理事）
研究分担者 藤原 慶正 （日本医師会 常任理事）
研究協力者 菅間 博 （日本医療法人協会 副会長）

木下 浩作 （全国医学部長病院長会議 患者安全推進委員会委員長）

医療事故調査制度における、医療事故調査等支援団体による以下の現状を把握し、
今後の支援の提供体制と質の向上を図ることによって、医療事故の原因分析と再発
防止による医療安全の向上という制度本来の目的に繋がることを目指した。

① 医療機関が事例毎に適当な支援を受けられる体制

①－a 各種支援のリソース
①－b 医療機関への支援団体の紹介・情報提供

② 提供される支援の質の確保⇒ 全国の支援団体・支援団体協議会の実態調査を実施

研究の目的
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厚労科研報告書より 今回の調査から明らかになったこと

＜①-a  各種支援のリソースについて＞

・ 人員が限定されている中で、各支援団体が医療機関を支援している

・ 実績の乏しい支援団体がある一方、多くの支援を提供している団体もある

＜①-b  医療機関への支援団体の紹介・情報提供について＞

・ 医療機関からの支援の依頼のルートは複数ある

・ 地方協議会は支援団体の窓口として一定の活動をしているが、実績が乏しいこと

などから、組織的な対応が確立していない地方協議会もある

・ 地方協議会による支援団体の情報の把握状況にはばらつきがある

＜② 提供される支援の質の確保について＞

・ 支援の質の確保に積極的に取り組んでいる支援団体がある一方で、その内容に

はばらつきがある 68



提供している支援の内容（複数選択可）

医療事故判断の助言

調査全般（調査手法・調査の進め方・報告書作成）の支援

調査委員会への外部専門家（当該死亡事例の検討対象
領域の専門家）としての参画

病理解剖の支援

調査委員会への外部専門家（医療安全の専門家）として
の参画

Ai の支援

その他

【「その他」について】
・メディエーターとして ・家族への説明時の同席依頼 ・事故の内容の分析について助言 ・医療事故調査費用保険
・法令通知に定められている事項を医療事故調査・支援センターに報告する際の書式（ひな型）を作成し、ホームページに公開
・支援状況を包括的に管理・調整するシステムは有していないため詳細が不明
・調査委員会への外部専門家の紹介・派遣…6件

支援団体へのアンケート ①-a 各種支援のリソース

(n=346)
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医療事故が発生した医療機関からの支援依頼方法について

※「その他」について
・日本医療安全調査機構を通して…11件
・学会を通して…5件 ・看護協会を通して…3件
・他学術団体から ・全国国民健康保険診療施設協議会
・把握していない 等

(n=190)
支援団体からの回答 地方協議会からの回答

33.7%
(n=64)

15.3%
(n=29)

51.1%
(n=97)

地方協議会を通して依頼される

医療機関から直接依頼される
その他

34.8% 
(n=16)

41.3% 
(n=19)

地方協議会を通して依頼されることになっている

決められていないが、地方協議会を通して依頼されること
の方が多い

(n=46)

6.5%
(n=3)

決められていないが、地方協議会を通さず
支援団体に直接依頼されることの方が多い

不明

17.4%
(n=8)

支援団体へのアンケート 地方協議会へのアンケート ①-b医療機関への支援団体の紹介・情報提供
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地方協議会において
支援団体が行っている支援の内容を把握しているか

(n=32)
全ての支援団体について把握している

一部の支援団体について把握している（把握している支援団体の方が多い）

一部の支援団体について把握している（把握していない支援団体の方が多い）

把握 していない

地方協議会へのアンケート ①-b医療機関への支援団体の紹介・情報提供

18.8%
(n=6)

31.3%
(n=10)

28.1%
(n=9)

21.9%
(n=7)
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支援を提供する際の課題について（複数選択可）
(n=346)

判断・調査は支援できる人材が限られるため特定の人
に負担が偏る

他院の事故調査に労力が割かれ、支援者の本来業務
等に支障が出る

支援先施設（医療事故が発生した医療機関）の体制や
事例について個別性が高いため、事故調査が難しい

支援先施設（医療事故が発生した医療機関）への
影響が懸念され、忌憚ない意見が言いづらい

支援の報酬についての定めがない

その他

支援先施設（医療事故が発生した医療機関）から
クレームが出る

支援団体へのアンケート ①-a 各種支援のリソース
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支援の質の確保について

○地方協議会（医師会）内に、医療事故調査専用の支援委員会を設置

（地域内全域の主要病院の院長はじめ医療安全担当医師が参画）

○支援委員会に参画する常任委員が、外部委員として院内調査

委員会委員長を務め、一定レベルの調査報告書を作成している

○院内調査報告書案についても、支援委員会常任委員全員において

意見交換のうえ内容を検討

○医師会オリジナルの院内調査委員会委員長向けマニュアルの作成

② 提供される支援の質の確保

ヒアリングから

地方協議会へのアンケート
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今後の課題と取り組み

○ 支援を安定して提供するために、支援する人材の確保が課題

○ 地方協議会が支援団体の情報を更新しつつ把握し、医療機関に情報提供・紹介する体制の構築が重要

○ 現状で支援団体がおこなっている多様な取り組みを、支援団体間で共有し、各団体の自律的な活動の

活性化につなげることも重要

○ そのためには、中央協議会による支援団体相互の意見交換と情報共有も有用

支援団体自体の環境の変化なども踏まえ、支援を提供できる支援団体を改めて確認することも必要

➤日本医師会の重点的取り組み

◯ 中央協議会の活動の活性化
◯ 事故調査制度の基本的な情報を全国に再周知、確認 → 全国の地方協議会の連絡会議を開催
◯ 特に医療機関管理者に制度の理解を深めていただく → 「セミナー」の内容充実と受講促進
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院内調査の要点２０２４

令和4・5年度医療安全対策委員会答申
「医療事故調査制度における院内調査のさらなる充実に向けて」として作成

◎委員長 紀平幸一 静岡県医師会 会長(当時)
◯副委員長 上野道雄 福岡県医師会 参与

→全国の医療施設で院内調査に取り組む際のよりどころ
となる考え方、手法を盛り込んだ参考書として作成

→令和6年度より医療事故調査制度セミナーの教材として
活用中

→引き続き医療安全対策委員会で内容を充実させていく予定

←日本医師会ホームページよりダウンロード！
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令和７年度 医療事故調査制度「管理者・実務者セミナー」
（日本医療安全調査機構 委託事業 / 運営：公益社団法人 日本医師会）

【開催日程】
※どちらかを選んで受講

①会場
日時︓令和７年12月７日（日）12︓30〜18︓00（予定）
場所︓日本医師会館 小講堂（東京）

②e-learning

受講期間︓令和７年12月中旬〜令和８年３月末
※会場受講者はe-learningも併せて受講可能

【対 象 者】
医療機関の管理者、実務者もしくはこれに準ずる方

日本医師会 公式キャラクター
「日医君(にちいくん）」

お申込み
受付中です！
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２．次期診療報酬改定に向けた日本医師会の考え方
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次期診療報酬改定で必要な対応

次期診療報酬改定においては、下記の５項目についての対応
がしっかりと行われなければなりません。
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• 賃金上昇

• 物価高騰

• 医療の高度化
• 高齢化

別枠で対応

通常の改定

• 過年度の不足分
賃金上昇・物価高騰

まずは
補正で対応



診療報酬上昇率と物価上昇率の比較 （2020年＝100）

（出所） 総務省「消費者物価指数」 （2020年基準）を基に作成
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国民医療費の財源構成（2022年度・2023年度比較）
「税金による公助」、「保険料による共助」、「患者さんの自己負担による自助」、この3つのバランスを考えながら

進め、病に苦しむ患者さんの自己負担のみを上げないことが重要である。
あわせて、低所得者にしっかりと配慮することも不可欠である。

日本の患者一部負担割合は、
公的医療保険がある先進諸
国と比べてかなり高くなって
いる

消費税をはじめ、税収は上
振れしている

消費税収は、令和２年度に
比べ、令和７年度予算は３.９
兆円増加しており、消費税の
増収分はきちんと社会保障
に使うことが必要

80* 厚生労働省「令和５（2023）年度 国民医療費の概況」 表３ 財源別国民医療費（令和7年10月10日）
厚生労働省「令和４（2022）年度 国民医療費の概況」 表３ 財源別国民医療費（令和6年10月11日）を基に作成

公助
（税金）

18兆331億円

（37.5％）

その他 2,336億円
（0.5％）

自助
（患者負担）

5兆6,865億円
（11.8％）

共助
（保険料）

24兆1,383億円
（50.2％）

事業主保険料
10兆5,613億円

（22.0％）

被保険者保険料
13兆5,770億円

（28.2％）

2023年度

公助
（税金）

17兆6,837億円

（37.9％）

その他 2,230億円
（0.5％）

自助
（患者負担）

5兆4,395億円
（11.6％）

共助
（保険料）

23兆3,506億円
（50.0％）

事業主保険料
10兆1,316億円

（21.7％）

被保険者保険料
13兆2,189億円

（28.3％）

2022年度

税金の投入割合が減少している

賃上げにより収入が増えており、
現行の保険料水準のままでも、
現役世代に新たな負担を求め
ることなく十分対応可能

再掲
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2025年 最低賃金・春闘・人事院勧告 引上げ率

プラス約６％
５年前の2020年に比べて

約24％上昇

最低賃金

* 全国加重平均は昨年の1,055円から66円上
がり1,121円、率にするとプラス6.26％

厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金
の答申がなされました～答申での全国加重平均額
は昨年度から66円引上げの1,121円～」（令和7年9
月5日）
<https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html>

プラス5.26％
1991年（5.66％）以来

34年ぶり高水準

春闘

* 骨太の方針2025に記載の2025年春季労使交渉
平均賃上げ率

内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2025」(令和７
年６月13日)
<https://www5.cao.go.jp/keizai-
shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/decision0613.html>

プラス3.62％
上げ幅３％以上は1991

年（3.71％）以来34年ぶり

人事院勧告

* 人事院「令和７年人事院勧告」(令和７年８月７日)
<https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r7/r7_top.html>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html
https://www5.cao.go.jp/keizai-
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r7/r7_top.html


物価・賃金の変動
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保険料（共助）税収（公助）

人件費が上がれば料率はそのままでも
保険料収入は増える

物価が上がれば税収は増える

消費税収は、増税前に１％あたり2.66
兆円であったが、現在では１％あたり
3.3兆円程度と、 7,000億円弱増額して
いる。
消費税収は社会保障に充てるとされて
おり、経済成長の果実である消費税収
増を社会保障に活用すべきである。

現役世代の収入は増えており、協会
けんぽなど健康保険組合の保険料
収入が上振れしている。
現行の保険料水準のままでも、共助
の財源は増加している。

（出所） 協会けんぽ「2025（令和7）年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて（概要）」（令和７年１月６日）<https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/other/shuushimikomi/6shuushiiryou.pdf>
健康保険組合連合会「令和６年度健康保険組合予算編成状況－早期集計結果（概要）について－」（令和６年４月23日）<https://www.kenporen.com/include/press/2024/20240422_02.pdf>を基に作成

再掲
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こういう考え方も一部にあるが

国民皆保険制度について

大きなリスクは共助中心、
小さなリスクは自助中心

83

必要かつ適切な医療は
保険診療により確保

（出所） 厚生労働大臣、規制改革担当大臣による「いわゆる「混合診療」問題に係る基本的合意」（平成16年12月15日）、
財務省財政制度等審議会財政制度分科会 資料「持続可能な社会保障制度の構築（財政各論Ⅱ）」（令和7年4月23日）21頁を基に作成

財政を緊縮する主張

医療者等の考え方

公的保険の考え方 民間保険の考え方

医療は現金給付ではなく、現物給付である

再掲
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医療機関（病院・診療所・歯科医院）経営事業者の倒産件数推移

（出所） 帝国データバンク「医療機関の倒産・休廃業解散動向調査（2024年）」「全国企業倒産集計2025年7月報（倒産動向データ編）」を基に作成
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令和７年 診療所の緊急経営調査

85病院だけでなく多くの診療所が赤字に転落している



（出所） ※1 中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年度決算確報）」（令和7年7月30日）*中小企業実態基本調査に医療機関は入っていない、※2 厚生労働省 第120回社会保障審議会医
療部会（令和7年10月27日）資料２－２「医療法人の経営状況（R7.8月末時点速報版）」、※3 財務省「年次別法人企業統計調査（令和６年度）」（令和7年9月1日） 86
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2. 地域医療を守る診療所については、廃業・倒産が頻回に起こることは望まし
いことではなく、一定の利益率がないと、安定的に存在していくことが不可
能になってしまう

3. 医療機関の経常利益率は学術研究・専門・技術サービス業と比較すべき

4. 年を追うごとに医療機関の経常利益率は悪化している



87*社会保障審議会医療部会（2025年10月27日）資料より作成。
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※医療法人経営情報データベースシステム（MCDB）における、施設別の経営情報を医政局にて集計。
令和5年度と6年度の両年度でMCDBの提出のある病院・診療所が対象。

WAM NET（福祉医療機構）で公表されたMCDBを活用した分析



88（出所）社会保障審議会医療部会（2025年10月27日）資料
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※医療法人経営情報データベースシステム（MCDB）における、施設別の経営情報を医政局にて集計。
令和5年度と6年度の両年度でMCDBの提出のある病院・診療所が対象。

*社会保障審議会医療部会（2025年10月27日）資料より作成。

WAM NET（福祉医療機構）で公表されたMCDBを活用した分析



90（出所）社会保障審議会医療部会（2025年10月27日）資料



１年目
（令和８年度）

２年目
（令和９年度）

賃金

物価

賃金

物価

賃金

物価 ２
年
目
の
分

次の改定までの２年間をしっかりとみた改定水準

１
年
目
の
分

２
年
目
の
推
計
値
を
含
め
た
水
準

２年目の物価・
賃金の半分

２年目は実調の調査から３年間ずれることから、物価・賃金が大きく上昇した

場合には、それに応じて適切に対応する新たな仕組みの導入の検討を明確化

令和８年度予算

令
和
９
年
度
補
正
予
算
で
調
整

１年目
（令和８年度）

２年目
（令和９年度）

物価

賃金

１
年
目
の
分

２年目の分を２年目に確実に上乗せする改定

賃金

物価

賃金

物価 ２
年
目
の
分

２年目の分は物価・賃金それぞれ基本診療料を中心に

機動的に上乗せする新たな仕組みを導入し明確化

令
和
８
年
度
分

令和８年度予算

令
和
９
年
度
当
初
予
算
に
自
動
的
に
反
映
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「次の改定までの２年間をしっかりとみた改定水準」が望ましく理想的であるが、２年目の予算を先取り
すること等もあり、「２年目の分を２年目に確実に上乗せする改定」が現実的である。

２年目（令和９年度予算）での対応とする場合、大臣折衝事項等でしっかり明確化して対応を行うべき。

骨太の方針2025では、
5.26％として目安の
数字が示されている

※高齢化・高度化への対応は別途必要

理想的現実的
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（１）全世代型社会保障の構築

医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コスト
カット型からの転換を明確に図る必要がある。このため、これまでの歳出改革を通じた保険料負担の抑制努力も継続し
つつ、次期報酬改定を始めとした必要な対応策において、2025年春季労使交渉における力強い賃上げ207の実現や昨
今の物価上昇による影響等について、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的
確な対応を行う。

骨太の方針２０２５

（「経済・財政新生計画」に基づく今後の取組方針）

とりわけ社会保障関係費204については、医療・介護等の現場の厳しい現状や税収等を含めた財政の状況を踏まえ、こ
れまでの改革を通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、2025年春季労使交渉における力強い賃上げの実現や昨
今の物価上昇による影響等について、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的
確な対応を行う。具体的には、高齢化による増加分に相当する伸びにこうした経済・物価動向等を踏まえた対応に相当
する増加分を加算する。

204 社会保障関係費の伸びの要因として高齢化と高度化等が存在する。

92

207日本労働組合総連合会の集計によれば、現時点（第６回集計）で定期昇給を含む平均賃上げ率は5.26％（うちベースアップ分のみ
で3.71％）、組合員数300人未満の組合の平均賃上げ率は4.70％（うちベースアップ分のみで3.51％）となっている。



令和７年度補正予算について

昨年令和６年度の補正予算の規模では、賃金・物価等の上昇により、
医療機関の窮状に歯止めがかからず、むしろ拍車がかかりました。

財務省は前年度とあまり変わらず、11月中旬現在、令和７年度補正予
算は2,000億円程度で充分であると主張しているとのことですが、それでは
「止血」にすらなりません。地域を支える医療機関への支援として、１兆円
規模の予算を組んでいただけるようお願いいたします。

令和７年度補正予算として
医療機関への１兆円規模が必要

93
11月28日に令和７年度補正予算案が閣議決定し、医療・介護

併せて約1.4兆円、医療だけで1兆円超の予算が計上されました



5,341億円
（賃上げ1,536億円・物価上昇3,805億円）

賃上げ・物価上昇に対する支援ア

462億円施設整備の促進に対する支援イ

3,490億円病床数の適正化に対する支援オ

令和７年度補正予算の内訳

94

厚生労働省予算で医療・介護併せて約1.4兆円、医療だけで1兆円超の予算を獲得

200億円医療分野における生産性向上に対する支援エ

804億円(独)福祉医療機構による優遇融資等の実施ウ

文部科学省

内閣府

349億円大学病院の機能強化・経営環境改善

エネルギー・食料品価格の高騰分重点支援地方交付金

72億円出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科への支援カ

厚生労働省

医療分合計
１兆368億円



95（出所）MEDIFAXweb「医療の支援パッケージに1兆368億円 厚労省・補正予算案」（令和7年11月28日）

令和７年度補正予算の概要（1/3）



96（出所）MEDIFAXweb「医療の支援パッケージに1兆368億円 厚労省・補正予算案」（令和7年11月28日）

令和７年度補正予算の概要（2/3）



97（出所）MEDIFAXweb「医療の支援パッケージに1兆368億円 厚労省・補正予算案」（令和7年11月28日）

令和７年度補正予算の概要（3/3）



令和８年度予算編成における診療報酬改定について

令和８年度予算編成
（診療報酬改定）

※一部補助金等も含む

発射台

土
台

令和７年度補正 （補助金）

令和７年度医療費 （診療報酬）
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高市内閣総理大臣 三師会要望書（令和７年11月20日）

99
*朝日新聞朝刊「首相動静 20日」(2025年11月21日)



国民医療を守るための総決起大会（令和７年11月20日）

国民医療を守るための総決起大会が令和７年11月22日、日本医師会館大
講堂で開催された。

１万人にのぼる参加者を得て、国民、患者、利用者の健康を守り、さらには
国民皆保険を堅持するための決議を満場一致で採択した。
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３．日本医師会の考え方と財務省財政審の主張

101



財務省 財政制度等審議会 財政制度分科会

医療費節減などの提言が行われている。

具体的項目
• 医療費の伸び率管理
• 医療機関の経営情報のさらなる見える化
• 外来機能の集約化
• 生活習慣病管理料の算定要件の厳格化
• 診療所過剰地域の１点単価の引き下げ
• 院外処方の引き下げ
• スイッチＯＴＣの推進
など

（出所）財務省 財政制度等審議会 財政制度分科会（令和7年4月23日開催）資料「持続可能な社会保障制度の構築（財政各論Ⅱ）」<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20250423/01.pdf>

これに対して日本医師会はエビデンスをもって反論
102

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20250423/01.pdf


（出所）日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障等の議論について」（令和7年11月6日）

松本吉郎会長は11月６日の記者会見において、前日５日の財務省財政制度等審議会財政制
度分科会（以下、財政審）での令和８年度予算編成に向けた議論の内容を受けて、「このままでは
人材流出と経営悪化により医療・介護提供体制が維持できなくなるという危機感が全く感じられな
いことは、極めて遺憾であり、強く抗議する」と反論。その上で、「公定価格で運営されている医療
機関等で働く938万人の賃上げが、可能となる環境を整えることが不可欠である」と訴えた。

松本会長は診療報酬について、本来は社会保障審議会で議論された、あるべき医療の姿を念
頭に、中医協において診療側・支払側・公益委員の三者で検討すべきものであるとした上で、「財
政的観点のみから財政審が個別の診療報酬まであげつらうことは越権行為と言わざるを得ず、看

*令和7年11月6日日本医師会記者会見より

財務省財政制度等審議会財政制度分科会における「社会保障」等の議論について（1/5）

過できない」と強く批判した。更に、「財政審の資料は、社会
保障の給付と負担を一体的に捉えない、著しく偏った内容
になっている」と指摘。「保険料は全て国民の健康と生活を
支える医療・介護サービスとして還元されている」と述べた
上で、現役世代にとっての社会保障のメリットというと子育
て支援の充実にまず言及しがちだが、離れて暮らす親への
仕送りや医療・介護を心配することなく、能力と適性に応じ
た場所で活躍できることこそが、子どもの有無に限らず現
役世代のメリットであると提唱した。

103



（出所）日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障等の議論について」（令和7年11月6日）

財務省財政制度等審議会財政制度分科会における「社会保障」等の議論について（2/5）

104

また、「健康保険料は給与全体の数％であり、可処分所得の向上はその数％分を削減して行うの
ではなく、あくまで賃上げで目指すべき」と主張。実際に「骨太の方針2025」で示された2025年春季労
使交渉の平均賃上げ率5.26％は、協会けんぽの労使折半保険料率５％を上回っていると述べた。
その上で松本会長は財政審の議論には、看過できない事実誤認が多数含まれると指摘し、「総論」
及び各論の「医療」に関する部分でそれぞれ５点の誤りを挙げた。

「総論」では、(1)現役世代が負担する社会保険料負担、(2)医療・介護に係る保険給付費等の伸び
と現役世代の保険料負担、(3)経済・物価動向等への対応と現役世代の保険料負担、(4)マクロの家
計可処分所得の変動要因、(5)勤労者世帯の税・社会保険料負担の推移―の５点について指摘した。

(1)では、協会けんぽの保険料率が2012年度以降、過去の推計値よりも低い10.0％のまま推移し
ているとして国民に過度な不安をあおるべきではないと批判。(2)では、「2022年から2024年の直近３
年間で見れば、雇用者報酬の伸び3.0％は保険給付費等の伸び2.1％を上回っている」と直近の具体
的な数値を挙げて反論し、適切なデータを基にした議論を求めた。

(3)では、現役世代の可処分所得を増やすために社会保障給付を削減すべきとする主張は、医
療・介護分野で働く現役世代は可処分所得増どころか額面の報酬も上がらず、取り残されても構わ
ないと主張しているようなものであると強く批判。「社会保障給付費の増加を財政制度改革等により
無理やり抑えることは、国民への社会保障給付を大幅にカットすることと同義であり、医療保険制度
の根幹を揺るがし、受けられる医療が制限される事態を招く」と抗議した。



（出所） 日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障等の議論について」（令和7年11月6日）
TBS「Nスタ」（2025年11月6日）
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(4)では、「年金などの現金給付のみが考慮されており、医療や介護のサービス給付が考慮され
ていない点でミスリードと言わざるを得ない」と指摘。医療や介護の現物給付を含めれば可処分所
得が増加していることを、財務省は無視しているとした。

(5)では、社会保険料負担率の伸びが強調されているが、社会保障給付費はそれを上回るペー
スで増加しており、直近10年間の保険料負担の伸びは極めて緩やかである点を強調した。

その上で松本会長は、医療機関の半数が赤字という危機的状況において、医療・介護従事者
が離職せず働き続けられる、かつ医療・介護サービスを提供する基盤を将来にわたって維持でき
るような十分な経済対策とともに、令和８年度診療報酬改定では、改定２年目以降も予想される賃
金・物価上昇に確実かつ機動的に対応できるよう、医療の高度化や高齢化等に対応した通常の改
定である政策的改定とは別に、賃金・物価の毎年の上昇を
視野に入れた改定を求めた。

各論の「医療」の部分に関しては、(1)2026年度診療報酬
改定の全体像①、(2)2026年度診療報酬改定の全体像③、
(3)全人的なケアの実現に向けた「かかりつけ医機能の評
価」の再構築（総論①）、(4)受診時定額自己負担の導入、(5)
薬剤自己負担の在り方の見直し―の５点について反論した。
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(1)では、「今改定はインフレ下での『今後の道しるべ』となる極めて重要な改定であり、財務省に
よるデフレ下における10数年間の"適正化"名目による誤った医療費抑制策を踏襲してはならな
い」として、高齢化による増加分に、経済・物価動向等に対応する増加分を確実に加算することを
求めた。

(2)では、診療所の経営状況に関して、現在の無床診療所の経常利益率の中央値は2.5％、最
頻値は0.0～1.0％であり、同様の形態である専門サービス業の14％弱と比較して著しく低いことを
説明し、「地域医療を守る診療所については、頻繁な入退場は望ましいことではなく、一定の利益
率がないと、安定的に存在していくことは不可能」と強調。無床診療所の利益率は、決算月が直近
になるほど利益率が低くなっており、2025年度は更に悪化していることが予想されるとし、診療所
の適正化を行うための恣意的な資料であると強く非難した。

(3)では、かかりつけ医機能等について、現在が「過渡
期」と表現されているが、法改正も施行され、現在の制度に
基づき地域を面で支えるものであることから、この方向性に
沿って完成形として近づけていくべきと主張。「１人の医師
だけを登録するという、いわゆる『登録制』は、患者さんの
医療へのアクセス権、医師を選ぶ権利を阻害する提案だ。

（出所） 日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障等の議論について」（令和7年11月6日）
TBS「Nスタ」（2025年11月6日）
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国民・患者さん側からすれば、財務省が主張する『登録制』で自分の行ける医療機関が限定され、
かかりつけ医を固定されるような提案は、決して望んでいない」と述べ、地域で面としてのかかりつ
け医機能をしっかりと果たしていくべきとした。

(4)では、「医療が必要な患者に、これ以上必要な受診をためらわせるようなことがあってはなら
ない」と述べ、国民皆保険制度の下で培われた早期発見・早期治療の体制が必要であることを強く
警告した。

(5)では、OTC類似薬の議論を含め、これまで記者会見等で述べてきたとおりであるとして、「国
民の安全性や公平性を損なわないよう、慎重な議論が必要」という従来の見解を改めて強調した。

最後に、松本会長は11月４日の国会で高市早苗内閣
総理大臣が、経営難が深刻化する医療機関への支援は
急を要するとして、「診療報酬改定の時期を待たず、経
営の改善や職員の方々の処遇改善につながる補助金を
措置し、効果を前倒しする」と答弁したことにも触れ、「こ
れ以上、適正化等の名目で医療費を削減すれば、国民
の医療へのアクセスが保障できないため、前例のない大
規模で抜本的な対応、財源を純粋に増やす、いわゆる
『真水』による思い切った改定が必要である」と訴えた。
（出所） 日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障等の議論について」（令和7年11月6日）

TBS「Nスタ」（2025年11月6日）
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（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」8頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf
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2018年に厚生労働省などが発表した「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」では、2025年度の協会けんぽの保険
料率は10.8％に上がるとされているが、コロナ禍を経た中でも、協会けんぽの保険料率は2012年度から10.0％のままである。
むしろ、今年度の東京都では、9.91％に下がるなどの傾向もみられる。

こうした推計値は過大予測になっており、デフレ下のコストカット型経済を踏襲し、国民に過度な不安を煽るべきではない。
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（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」8頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf> 
内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」（平成30年５月21日）19頁<https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000207399.pdf>を基に作成

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000207399.pdf
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（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」9頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf


近年の雇用者報酬の伸び
2022年度 2.5％
2023年度 1.9％
2024年度 4.6％
2025年4-6月 3.9％

保険給付費等の伸びは、直
近３年では＋2.1％であり、
もっと抑えられている。

雇用者報酬の伸びは、直
近３年では＋3.0％であり、
もっと伸びている。

※医療保険給付費等・介護納付金は、全国健康保険協会及び健康保険組合の決算見込み
※雇用者報酬は、内閣府「国民経済計算」（1994年1-3月期～2025年4-6月期2次速報値）
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（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」9頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf
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（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」6頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf


（出所） 内閣府「国民経済計算」より作成。医療給付費については、2023年までは厚生労働省「国民医療費の概況」、2024年は2023年の医療給付費に2024年の概算医
療費の伸び1.5％を乗じて計算。介護給付費については、2023年までは厚生労働省「介護保険事業報告年報」、2024年は、厚生労働省「令和６年度介護給付費
等実態統計」における費用額累計の伸び3.7％を乗じて計算。
財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」6頁
<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>を基に作成

国民経済計算から計算された社会保障給付・可処
分所得には、医療や介護の給付は含まれていない。
⇒医療や介護の給付を含めた可処分所得は、近年
増加。

緑（医療・介護給付費）を追加
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https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf
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（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」7頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf


（出所）社会保険料負担率は、総務省「家計調査」（二人以上の世帯のうち勤労者世帯）における「社会保険料」を「勤め先収入」で除して計算。
社会保障給付費は、厚生労働省「所得再分配調査」（全世帯）における受給合計額（現物給付（年金・恩給等）と現物給付（医療・介護等）の合
計）の数値。 ※「所得再分配調査」は概ね３年に一度の周期で実施

（1990年）

（2021年）

対1990年比
世帯の社会保障負担率：約1.6倍
世帯の社会保障給付 ：約2.0倍

世帯の社会保障給付は、1990
年の96.8万円から2021年の189.8
万円と約２倍に増加しているにも
関わらず、過度な医療費の抑制
により、税・社会保険料負担率は
25.9％にとどまっている。
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（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」19頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf


（出所） ※1 中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年度決算確報）」（令和7年7月30日）*中小企業実態基本調査に医療機関は入っていない、※2 財務省 財政制度等審議会 財政制度等
分科会「激動の世界を見据えたあるべき財政運営」（参考資料）(3)資料Ⅴ－３－15（令和7年5月27日）、※3厚生労働省 第120回社会保障審議会医療部会（令和7年10月27日）資料２－２「医療法
人の経営状況（R7.8月末時点速報版）」、※4 財務省「年次別法人企業統計調査（令和６年度）」（令和7年9月1日） 117
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（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料１「財政総論」17頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/01.pdf>

財務省資料

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/01.pdf


★
日本（2022）

令和7年11月5日 財務省
財政制度等審議会財政制度分科会
資料１「財政総論」17頁に一部加筆

カナダ（2022）

日本の社会保障支出と国民負担率の関係

直近の2022年では、日本の社会保障の
受益（給付）と負担のバランスは改善され、
高齢化率が高いにもかかわらず、OECD
諸国並みとなっている。

*財務省「国民負担率の推移（対国民所得比）」 2022年度：34.9
OECD Data Explorer ”Social expenditure aggregates” 2022年：24.7
国立社会保障・人口問題研究所「令和４年度社会保障費用統計」 2022年度：25.12

消費税率がまだ10%になっていない年

G７諸国の公的社会支出と国民負担率の関係
* 国民負担率 ： 財務省「国民負担率の国際比較（OECD加盟36カ国）」

公的社会支出 ： OECD Data Explorer “Social expenditure aggregates“ Measure: Social expenditure、Expenditure source: Public、Combined unit of measure: Percentage of GDP （推計値）

米国（2022）

英国（2022）

ドイツ（2022）

イタリア（2022）

フランス（2022）
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日本医師会の松本吉郎会長は６日の記者会見で、診療
所に支払われる診療報酬の圧縮が財政制度等審議会（財
務相の諮問機関）で議論されたことに対し、「診療所の４～
５割は赤字で大変な状態だ」と反論した。

５日の財政審の分科会で財務省は、来年度の診療報酬
改定に向け、診療所の報酬を「適正化の方向で検討すべ
きだ」と指摘。一定機能を有しない場合には初診・再診料を
減算する案や、基準を満たせば初診料に上乗せできる「機
能強化加算」を廃止する案を提示した。

松本会長は「財政的な観点のみから個別の診療報酬を
議論することは看過できない」と不快感を示した。

また、医療介護分野で働く現役世代の賃上げが実現でき
ない状況に触れ、「財政審の議論には、人材流出と経営悪
化によって、医療介護の提供体制が維持できなくなるとい
う危機感が感じられない」と批判した。

読売新聞「財政審の報酬議論に反論 日医会長『診療所の４～５割赤字』」（2025年11月7日）

* 記事：読売新聞 「財政審の報酬議論に反論 日医会長『診療所の４～５割赤字』」（2025年11月7日） 朝刊,二面
写真：読売新聞オンライン「財政審の報酬議論に反論 日医会長『診療所の４～５割赤字』」（2025年11月6日）<https://www.yomiuri.co.jp/medical/20251106-OYT1T50150/> 120
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（出所）日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障②等の議論について」（令和7年11月12日）

松本吉郎会長は、11月６日の会見に引き続き、11日に行われた財務省財政制度等審議
会財政制度分科会（以下、財政審）での議論の内容を受けて、「今回の財政審の資料は診
療所の適正化と称することを行うためのストーリーに基づく資料と議論であり、医療界の中
での分断を招こうとしているが、病院、診療所共に、医療機関は地域を一体となって支えて
おり、両方とも地域にとって必要不可欠なものである」と強調した。

松本会長は、11日に開催したシンポジウム「社会保障のアップデート」の中で、有識者が

*令和7年11月12日日本医師会記者会見より

財務省財政制度等審議会財政制度分科会における「社会保障②」等の議論について（1/5）

「不適切なデータや評価は、最前線で戦う現場の
士気を下げ、社会的共通資本である医療・介護・
福祉を脆弱化させ、社会を分断させる恐れがあ
る」と指摘されていたことを紹介し、財政審が「高
齢者と若者」「病気の方と健康な方」「病院と診療
所」など、さまざまな二項対立で分断を煽ってい
ることが社会の不安定につながっているとして、
「社会格差と健康格差を生まない社会にしていか
なければならない」との考えを示した。

121
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また資料の内容については、多くは今春の財政審の春の建議の焼き直しであり、特に「２．
医療・介護の理想像」などは春から多少変更はあるものの、関係者の同意も無い財務省の
勝手な理想像が示されているに過ぎず、「あきれ果て、理解に苦しんでいる」と述べ、例えば
「長期処方の普及が質の高い医療とは到底思えない」と批判した。

更に、松本会長は、国民皆保険制度について「平成16年の大臣合意により、『必要かつ適
切な医療は基本的に保険診療により確保する』とされており、これが『公的保険の考え方』で
ある」と説明した上で、財務省等を中心に「大きなリスクは共助中心、小さなリスクは自助中
心」という「民間保険の考え方」も一部に見受けられることは残念だとし、「医療は『現金給付』
ではなく『現物給付』であり、公的皆保険制度として必要かつ適切な医療は保険診療により確
保すべきである」と主張した。

その上で、財政審の「医療」に関する資料について、(1)病院・診療所の収益に対する費用
構造、(2)「2024年度赤字診療所（医療法人立）の分析」及び「（参考）医療法人の法人設立時
期に基づく経常利益率の分析」、(3)医療提供の効率化等―の主に３点に対して反論した。

（出所）日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障②等の議論について」（令和7年11月12日）

財務省財政制度等審議会財政制度分科会における「社会保障②」等の議論について（2/5） 再掲
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(1)では、診療所の院長給与について、実態を正確に把握するためには、平均値ではなく中
央値と最頻値を重視すべきであると指摘。加えて、院長は診療だけでなく経営上の全責任を
負い、経営が困窮した場合には、連帯保証人として個人財産を投入してでも返済に対応する
責任がある他、特に小規模の医療機関では、院長は診療のみならず、医療安全の確保、人材
の確保、人事・労務、福利厚生、広報、設備の修繕・更新に至るまで、院内のあらゆることに対
応しているとし、「財務省が示したデータは、医療機関が不眠不休で立ち向かった新型コロナ
ウイルス感染症関連の『今はなき』補助金が含まれるなど、現在の苦しい医療機関経営の実
態を全く示しておらず、恣意的にイメージを先行させようという意図が伺える」と抗議した。

また、個人診療所の院長の個人収益について、その中から所得税の支払い、借入の返済、
建物や医療機器等の固定資産の更新等を行う必要があるため、医療法人の院長の給与と同
列に比較することは全く不適切であるとし、「一般に、個人のまま経営している診療所は医療
法人よりも零細であり、このような資料の出し方は著しく誤解を招くもの」と非難した。

更に、改めて現在の無床診療所の経常利益率の中央値は2.5％、最頻値は0.0～1.0％であ
ることにも触れ、「地域医療を守る診療所の廃業・倒産が頻回に起こることは望ましくなく、一
定の利益率がないと安定的に存在していくことが不可能になる」こと等を説明した。

（出所）日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障②等の議論について」（令和7年11月12日）

財務省財政制度等審議会財政制度分科会における「社会保障②」等の議論について（3/5） 再掲
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(2)では、無床診療所を経営する医療法人の収支において、設立後年数が長いほど経常
利益が減少し、事業収益と事業費用も同時に減少していることに関して、財政審が「法人登
記が古い医療法人ほど経常利益率が低くなるのは、設置者である医師が内部留保を給与の
形で取り崩しているからである」と断定していることに対しては、「実際には設立後年数が長く
なるほど、むしろ事業費用は減少しており、それ以上に事業収益が減少していることが経常
利益の悪化を招いている」と反論。

また、医療法人は剰余金の配当が禁止されていることから、当期純利益がプラスであれ
ば利益剰余金が積み上がっていくことは必然とした上で、利益剰余金は、医療法人の設立
以降、毎年の税引き後の利益または損失を積み上げた結果の金額で、「現預金」としてその
まま残っているとは限らないと指摘。多くの医療機関は、税引き後の利益を建物や医療機器
等の設備投資など、医療に再投資したり、過去の設備投資で借り入れた借金の返済に充て
ており、現預金が一部残っていたとしても、将来の建て替えや医療機器等の更新に備える財
源として確保しなければならないと強調した。

(3)では、「財政的観点のみから財政審が、個別の人員配置まであげつらうことは越権行為
と言わざるを得ず、見過ごすことはできない」と強く非難する一方、医療・介護分野における

（出所）日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障②等の議論について」（令和7年11月12日）

財務省財政制度等審議会財政制度分科会における「社会保障②」等の議論について（4/5） 再掲
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人材紹介について、人材紹介会社を経由した雇用の都度、発生する手数料は医療機関に
とって大きな負担となっているとしていることには、「この件だけだが、珍しく財政審と考え方の
方向性は一致している」と述べた。

最後に、松本会長は、診療所の利益率は、決算月が直近になるほど利益率が低くなって
おり、2025年度は更に悪化していることに改めて触れ、「診療所だけを深堀りして財源を捻出
するようなことは到底容認できない」と主張。また、今回の財政審の議論は「診療所の適正化
を行う」と称することを行うための恣意的な資料となっており、医療機関経営の経常利益率は
中央値2.5％、最頻値0.0～1.0％と、病院だけでなく診療所も非常に厳しい状況で、例えば、売
上が1億円だと利益は250万円、1.5億円だと375万円と決して高くなく、更にその中で高額な医
療機器等の設備投資等も行っていることを再度強調するとともに、診療所で使用する医療機
器でも1,000万円を超える機器は多くあり、耐用年数も決まっているため、買い替えや高額な
修繕等も必要になると説明。「このままでは閉院する医療機関が増え、地域医療の崩壊を招
く」と警鐘を鳴らし、財源を純粋に上乗せする対応が必須だとして、次期改定までの２年間を
しっかりと見た改定水準を求めた。

（出所）日本医師会定例記者会見「財務省財政制度等審議会財政制度分科会における社会保障②等の議論について」（令和7年11月12日）

財務省財政制度等審議会財政制度分科会における「社会保障②」等の議論について（5/5） 再掲



こういう考え方も一部にあるが

国民皆保険制度について

大きなリスクは共助中心、
小さなリスクは自助中心
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必要かつ適切な医療は
保険診療により確保

（出所） 厚生労働大臣、規制改革担当大臣による「いわゆる「混合診療」問題に係る基本的合意」（平成16年12月15日）、
財務省財政制度等審議会財政制度分科会 資料「持続可能な社会保障制度の構築（財政各論Ⅱ）」（令和7年4月23日）21頁を基に作成

財務省等の考え方

日本医師会の考え方

公的保険の考え方 民間保険の考え方

医療は現金給付ではなく、現物給付である

再掲
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（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月11日開催）資料３「社会保障②」21頁に一部加筆<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251111/syaho.pdf>

財務省資料に
日本医師会が加筆

収益には、「今はなき」新型コロナウイルス感染症関連の補助金が含まれる。

そもそも財務省が示したデータは、インフレにより経
営が苦しくなる以前の診療報酬改定前のものであり、
現在の苦しい医療機関経営の実態を全く示していな
い。

個人診療所の院長の個人収益が約3.2千万円とあ
るが、個人経営においては、この中から所得税の支
払いを行い、借入れの返済を行い、建物や医療機器
等の固定資産の更新等を行う必要がある。従って、医
療法人の院長の給与と同列に比較することは全く不
適切である。

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/


（出所） ※1 中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年度決算確報）」（令和7年7月30日）*中小企業実態基本調査に医療機関は入っていない、※2 厚生労働省 第120回社会保障審議会医
療部会（令和7年10月27日）資料２－２「医療法人の経営状況（R7.8月末時点速報版）」、※3 財務省「年次別法人企業統計調査（令和６年度）」（令和7年9月1日） 129
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獣医師等

日本医師会の主張

1. 無床診療所の経常利益率中央値は2.5％、最頻値は0.0～1.0％である

2. 地域医療を守る診療所については、廃業・倒産が頻回に起こることは望まし
いことではなく、一定の利益率がないと、安定的に存在していくことが不可
能になってしまう

3. 医療機関の経常利益率は学術研究・専門・技術サービス業と比較すべき

4. 年を追うごとに医療機関の経常利益率は悪化している
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有床診療所無床診療所病院経常利益率
604

( 14.8% )
8,357

( 19.2% )
1,275

( 22.7% )
N数

( N/医療法人立施設 )

5.2％9.2％1.6％平均値令和５年度
【R5.8.1~R6.3.31の

間に決算を迎えた
施設】

2.6％6.4％1.5％中央値

2.0〜3.0%0.0〜1.0%1.0〜2.0%最頻値

3.8%5.5%0.1%平均値令和６年度
【R6.4.1~R7.3.31の
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施設】

※令和7年8月末収集時点の
速報値

1.2%2.5%0.0%中央値

1.0〜2.0%0.0〜1.0%0.0〜1.0%最頻値

医療法人 令和５年度・６年度における病院・診療所の経常利益率（二期連続）

※医療法人経営情報データベースシステム（MCDB）における、施設別の経営情報を医政局にて集計。
令和5年度と6年度の両年度でMCDBの提出のある病院・診療所が対象。

（出所）厚生労働省「第120回社会保障審議会医療部会」 （令和7年10月27日）資料より作成

WAM NET（福祉医療機構）で公表されたMCDBを活用した分析

厚生労働省資料
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（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」21頁に一部加筆<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

注5）利益剰余金は、過年度における当期純利益の累積を意味し、
必ずしも現預金のみにより構成されるわけではない点に留意。

利益剰余金の多くは、建物や医療機器等の設備投資に
あてており、決して現金で積みあがっているわけではない。

さらには高額な修繕等にもあてられる。

財務省資料に
日本医師会が加筆

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf


社会保障制度改革に関する自民、日本維新の会両党の実務者による協議が１２日に始
まった。維新は社会保障制度改革を連立政権樹立の「絶対条件」としていただけに強く意
気込んでいる。年末の２０２６年度予算編成に向け、給付と負担のあり方の見直しがどこま
で進むか、医療界も巻き込んで激しい攻防が繰り広げられそうだ。

「社会保障分野は非常に注目度が高い。自民党としっかり連携し、熟議をして進めてい
きたい」

維新の梅村聡衆院議員は会合の冒頭、こう強調した。

高齢化の進展に伴い、国民の所得に占める保険料の割合「社会保障負担率」は長期上
昇傾向にある。今年度は１８％で、１９８０年代前半の２倍近い数字だ。現役世代の負担軽
減と手取り増は近年の重要な政治課題で、維新は今夏の参院選で「医療費を４兆円削減
し、現役世代１人あたりの社会保険料を年６万円軽減する」と訴えた。

維新がカギとにらんでいるのが、市販薬と成分や効果が似る「ＯＴＣ類似薬」の保険適用
からの除外だ。解熱鎮痛薬や胃腸薬など約７０００品目あり、健康保険組合連合会による
と、６５歳未満でＯＴＣ類似薬のみを処方された際の処方額は９１９億円で、診察代などを
含めた医療費総額は１兆６３５億円に上る。「見直しの内容次第で医療費は相当減る」（財
務省幹部）

実務者協議では来週以降、ＯＴＣ類似薬から議論するが、合意取り付けは容易ではない。
アトピー患者の団体は「経済的負担が大幅に増え、治療が継続できなくなる」として保湿剤
などの保険適用継続を求める要望書を厚生労働省に提出した。自民内にも「湿布は外さな
いでくれという声は無視できない」（ベテラン）と高齢者への配慮を求める声が出ている。社
会保障審議会（厚労相の諮問機関）の医療保険部会でも並行して議論が進んでおり、保険
範囲の見直しや自己負担の引き上げなどが論点になる。

読売新聞「社保改革 攻防火ぶた 自維実務者協議」（2025年11月13日）（１/２）

*読売新聞 「社保改革 攻防火ぶた」（2025年11月13日） 朝刊,三面 132



「３割」拡大は難航確実

自民、維新の連立合意書に盛り込まれた「年齢によらない真に公平な応能負担の実現」も難航が確実視されている。

維新の吉村代表は「支払い能力がある方は、高齢者であっても（負担を）お願いするべきだ」と議論に前のめりだ。高市首相も先の代表
質問で「高齢者の負担のあり方についても検討を進め、現役世代の保険料負担の抑制につなげていく」と同調する。もっとも「高齢者の受
診控えにつながるのではないか」との懸念があり、自民内では慎重論が根強い。この日の自維両党の協議でも温度差が見えた。

また、現行制度のまま７５歳以上の３割負担を拡大した場合、現役世代の負担が増す可能性があることも問題を複雑にしている。後期
高齢者医療制度では、３割負担の対象者の医療費には公費が投入されておらず、現役世代が支払う保険料を原資とした支援金を充てて
いるためだ。健康保険組合連合会は３割負担の対象拡大は公費負担導入とセットで行うよう求めている。

この日の両党の協議では、医療や介護の保険料算定に反映させるため、金融所得の把握について検討を進めることでも合意した。

診療報酬の上げ幅焦点

年末の予算編成では、医療サービスの公定価格「診療報酬」の改定も大きな焦点だ。首相は「賃上げ、物価高を適切に反映させる」と繰
り返し述べており、医師らの人件費に回る「本体」部分は引き上げの公算が大きくなっている。

診療報酬は２年ごとに見直される。「本体」と薬代にあたる「薬価」からなり、２０１６年度以降は本体の引き上げ分を薬価の引き下げ分で
相殺し、「全体」ではマイナス改定を続けてきた。しかし、今回は「薬価を削る余地は少ない」（厚労省幹部）とされ、本体の引き上げ幅が大
きいと、現役世代の保険料負担軽減という与党の方針に逆行しかねない。

財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の資料では、国民医療費の総額は約５０兆円で、全体の改定率を１％上げれば約５０００億円
増え、このうち保険料の負担は約２５００億円増える。財政審は病院に比べ診療所が高い利益率を上げているとして、病院を優先するなど
処遇改善にメリハリをつけるよう求めている。これに日本医師会は診療所も経営が厳しいとし、「（財政審には）危機感が全く感じられない。
極めて遺憾で強く抗議する」（松本吉郎会長）などと反発する。

日本医師会は長く自民党を支えてきており、自民は医師会をむげにできない。一方、維新は医師会とさほど関係が強くなく、吉村代表は
診療報酬改定の議論を「医師会の意見が反映されやすい仕組みになっている」と鋭く批判する。首相は両党の間で難しい判断を迫られる
ことになる。

読売新聞「社保改革 攻防火ぶた 自維実務者協議」（2025年11月13日）（２/２）
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134（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」20頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

財務省資料

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf


135（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」22頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

財務省資料

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf


136（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」27頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

財務省資料

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf


137（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」28頁に一部加筆<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

財務省は主張しているが
日本医師会は当然

反対している。

財務省資料に
日本医師会が加筆

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf


138（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」29頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

財務省資料

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf


139（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」30頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

財務省資料

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf


140（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」31頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

財務省資料

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf


141（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」33頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

財務省資料

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf
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財務省資料

（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」35頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf
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財務省資料

（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」48頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf
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財務省資料

（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」61頁<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf


145（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月11日開催）資料３「社会保障②」30頁< https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251111/syaho.pdf >

財務省資料

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251111/syaho.pdf


146（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月11日開催）資料３「社会保障②」31頁< https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251111/syaho.pdf >

財務省資料

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251111/syaho.pdf


147（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月11日開催）資料３「社会保障②」36頁< https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251111/syaho.pdf >

財務省資料

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251111/syaho.pdf


４．中医協の状況

148



149



（出所）第201回社会保障審議会医療保険部会（2025年10月23日）資料

（令和8年度診療報酬改定の基本方針について）
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（出所）第201回社会保障審議会医療保険部会（2025年10月23日）資料

（令和8年度診療報酬改定の基本方針について）
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（出所）第201回社会保障審議会医療保険部会（2025年10月23日）資料

（令和8年度診療報酬改定の基本方針について）
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（出所）第201回社会保障審議会医療保険部会（2025年10月23日）資料

（令和8年度診療報酬改定の基本方針について）
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令和７年１０月１７日
中医協総会「外来（その２）」
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令和７年１０月１７日 中医協総会「外来（その２）」

【論点①】

〇 機能強化加算は、より的確で質の高い診療機能を評価するものとされ

ていることを踏まえ、かかりつけ医に関連した診療機能や、データ提出

についての評価を行うことについてどのように考えるか。

かかりつけ医機能に係る評価について
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※かかりつけ医機能報告制度とは？

◇ 赤枠で囲まれている１号機能、つまり「かかりつけ
医機能」に関する研修の修了者の有無、あるいは
診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、一
次診療を行うことができる疾患の報告等を行った
医療機関を、基本的な「かかりつけ医機能」を有す
る医療機関として扱うもの

◇ ２号機能については、そうした「かかりつけ医機
能」を有する医療機関同士の連携を促進等するた
めに、報告が求められるもの
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令和７年１０月１７日 中医協総会「外来（その２）」

支払い側の主張（概要）日本医師会の主張（概要）

〇機能強化加算は、患者の状態に関係なく、初診料
に一律８０点を上乗せする仕組となっている。

〇「かかりつけ医機能」は重要だが、初診の患者にも
わかりやすい形で「かかりつけ医機能」を評価する
診療報酬に名称を含めて、作り変えるべき

〇具体的には、「かかりつけ医機能報告制度」も参考
に、

・一次診療が可能な新領域や疾患をどのくらいカ
バーできているのか、

・「かかりつけ医機能」に関する研修等の修了や、
・即日結果が出る検査体制、
・実習や研修の受け入れ

も評価項目に位置づけることで、「かかりつけ医機
能」の底上げを図るべき

〇調査の結果、機能強化加算を算定している医療機
関は、

・より早期に検査結果を出せる体制が確保されて
いる傾向があること

・ポリファーマシー対策についても、より多く取り組
んでいる傾向があること

・「処方薬の把握」、「健診に関する相談」、「予防接
種」、「学校医」等に関する機能を有している割
合が大きいこと

が明らかになっており、「かかりつけ医機能」をより
発揮するための機能強化加算の効果が現れてい
ることが示されている

〇この有意義な機能強化加算を継続して評価していく
ことが患者さんのために極めて有益であり、さらに
は、地域の最適な医療提供体制の構築にも不可欠

機能強化加算について
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令和７年１０月１７日 中医協総会「外来（その２）」

支払い側の主張（概要）日本医師会の主張（概要）

〇慢性疾患等のある患者が、質の高い医療を継続し
て受けられる環境や、休日・夜間等の緊急時にも、
身近な診療所や中小病院で、安心して、一次診療
を受けられる環境を整備する中で、大病院との役
割分担も進め、地域の外来医療体制を最適化する
ことが必要。

〇「かかりつけ医機能」の定義が明確になり、今年度
から「かかりつけ医機能報告制度」が施行され、国
民、患者がかかりつけ医というものに非常に今注
目している関心を持っている。法的にも環境が熟し
ている中で、中身と外見がなかなか患者、国民から
理解ができないものを、よりわかりやすく組み替え
ることに関して、なぜそこまで否定的なのか理解に
苦しむ。

〇「かかりつけ医機能の報告制度」は、各医療機関が
どういった「かかりつけ医機能」を有するのかを報
告する制度であり、あくまでも地域にとって最適な
医療提供体制を構築することが目的

〇つまり、「かかりつけ医機能の報告制度」は、診療
報酬とはまったく趣が異なるものであり、各医療
機関を評価するためのものではなく、一つの医療
機関が全ての「かかりつけ医機能」を有することを
求めるものではない

「かかりつけ医機能報告制度」と診療報酬上の評価について
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令和７年１０月１７日 中医協総会「外来（その２）」

【論点②】

〇生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ) について、次のような点等を踏まえ、その評

価のあり方についてどう考えるか。

・生活習慣病管理料の算定状況や患者調査の結果等

・生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った標準的な診療の推

進や、糖尿病患者の歯科・眼科への受診指導の推進等、質の高い

生活習慣病管理を評価する観点、その際、医療機関から提出され

たデータ等を活用する観点

生活習慣病に係る評価について
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令和７年１０月１７日 中医協総会「外来（その２）」

支払い側の主張（概要）日本医師会の主張（概要）

〇予約診療や長期処方をより積極的に実施して、状態が安定した
患者の受診間隔を長くして、通院負担は軽減すべき

〇受診期間が長く、検査があまり行われない患者は、検査料が包括
された生活習慣病管理料1の算定が多い。管理料１については、
検査をはじめとする医療資源の投入量を詳細に分析して、実態
に合った評価に適正化することを強く求める

〇診療側からは、自院で検査を実施しておらずとも、人間ドックや
健康診断の検査結果を活用しているという説明もあったが、そ
れは患者自身あるいは事業主、保険者が別途費用を負担してお
り、点数を据え置くという理由にはならない

〇生活習慣病の管理で重要なのは、個々の患者さんの状況に応じ
た管理が可能となるように、評価のあり方を柔軟にすること。

〇その観点から、例えば、前回改定で導入された療養計画書の記載
内容や頻度における個々の状況に応じた柔軟な対応や、文書の
提供方法も必要な内容が含まれていれば、各種手帳や電子的手
段の活用を認めるなど、もっと緩和すべきであり、疾患管理に直
接関係ない医師の署名を不要とすることなどを認めるべき。

〇また、生活習慣病管理料の中に、生活習慣病とは関係のない悪
性腫瘍特異物質治療管理料等、多数の項目が含まれてしまって
いる点など、包括範囲の設定が広すぎる点も、１つの医療機関で、
患者さんを幅広い視点で管理することを阻害する要因になって
おり、手直しが必要。

〇生活習慣病管理に係る点数については、前回改定で、あまりにも
大きな変更があったところであり、現在も前回改定の対応に、非
常に難渋していることから、全国の医療現場から多数の悲鳴が
上がっている。

〇今回改定では、臨床現場の実態を踏まえた修正を優先すべきで
あると、強く、強く要望する。

生活習慣病管理料について
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令和７年１０月１７日 中医協総会「外来（その２）」

支払い側の主張（概要）日本医師会の主張（概要）

〇脂質異常症、高血圧、糖尿病のそれぞれの患者全体のうち、おお
むね１割程度が外来管理加算のみの患者となっており、一部の機
関で適切な検査や療養計画書もなく、いわば薬を処方するだけ
の状況が強く疑われる

〇外来管理加算の要件である丁寧な問診や詳細な診察、懇切丁寧
な説明というのは、ある意味いわば当たり前のことであり、質の
高い生活習慣病の管理を推進するという観点からも、外来管理
加算の廃止が必要

〇特定疾患療養管理料についても更なる分析が必要であり、副傷
病名や処方薬も調査し、適切な運用が行われない場合には是正
すべき

〇外来管理加算については、個々の患者さんのお住まいや生活環
境のほか、合併症なども考えながら、その方にふさわしい治療内
容をテーラーメイドで提供しており、ある意味、かかりつけ医の
醍醐味にあたる部分であって、まさにプロフェッショナルな匠の
技ともいえるもの

〇患者さんにとって、我々の取り組みはわかりにくいかもしれない
が、患者さんのために何ができるのかということを日々考えて1
人1人の外来診療を行っているということを理解していただきた
い

〇特定疾患療養管理についても、これまでの歴史の議論の積み重
ねということは、ぜひご理解いただきたい

外来管理加算・特定疾患療養管理料について
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令和７年１０月８日
中医協総会「入院（その２）」
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令和７年１０月８日 中医協総会「入院（その２）」

【論点】

〇急性期一般入院料では、平均在院日数や重症度、医療・看護必要度等

により、病棟の機能を評価しているが、同じ急性期一般入院料を算定し

ている病院でも、許可病床数あたりの救急搬送件数や手術件数、医師

数、収支構造等が病院の機能によって異なっている。

こうした病院の機能や特性を踏まえ、急性期における病院機能を踏まえ

た評価のあり方について、どのように考えるか。

急性期一般入院基本料について
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令和７年１０月８日 中医協総会「入院（その２）」

支払い側の主張（概要）日本医師会の主張（概要）

〇「適正化はあり得ない」という意見があったが、議論の結果、評価
するものもあれば、当然、適正化のものもあり、そういった意見
には与さない

〇地域で病院の役割分担を明確にする観点から、診療報酬におい
ても、病床機能だけではなく、医療機関機能を着目することが重
要。特に、急性期については医療資源を集約化、重点化し、より
効果的で効率的な医療を目指すべき。

〇救急搬送や全身麻酔手術という切り口で見た場合、急性期一般
入院基本料の２～６とほぼ同じような機能で、急性期一般入院基
本料１を算定する病院が相当数あることがわかる。

〇こうしたことを念頭に置くと、やはり急性期一般入院基本料１は、
救急搬送や全身麻酔手術の実績に応じた基準を設定することが
考えられる。

〇さらに、令和６年度改定の附帯意見で、地域包括医療病棟の新設
を踏まえ、１０対１病棟のあり方を検討することになっており、急
性期一般入院基本料の２～６の再編も必要。

〇これまでのような病棟単位の評価ではなく、病院としての急性期
機能を評価する方向性が示されており、大変大きな見直しとな
る。

〇現在、病院の経営状況は、過去に経験のない瀕死の重傷状態に
ある中で、大きな見直しや適正化を行うと容易に病院は倒れる
状況にあるため、大きな見直しや適正化は厳に慎むべき。

〇病院の経営状況を踏まえれば、「適正化はないもの」と確信して
申し上げる。

〇病院における急性期機能を、救急搬送件数や全身麻酔手術数で
評価する方向性も見え隠れしており、仮に検討するのであれば、
詳細かつ精緻なシミュレーションを行い、１か所残らず、すべての
病院がプラスとなるよう確認することは不可欠であり、絶対条件
である。

〇入院（その１）でも強く要望したが、次回改定は、医療機関の経営
を、まさに治し支える改定であることが不可欠であり、このこと
を念頭に置き、第一義的に考えていくべきである。

急性期一般入院基本料について
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令和７年１０月８日 中医協総会「入院（その２）」

【論点】

〇重症度、医療・看護必要度について、「手術なし症例」が救急搬送による

入院の多くを占めること、「手術なし症例」は、救急搬送入院した場合で

あっても、A・C項目の基準該当割合が「手術あり症例」と比較して低いこ

と等を踏まえ、「手術なし症例」や「救急搬送後の症例」における密度の

高い医学的管理の適切な評価を図る観点から、重症度、医療・看護必

要度の評価について、どのように考えるか。

重症度、医療・看護必要度について
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論点の背景

〇 令和６年度改定で、A項目の「救急搬送後の入院」及び「緊急に入院を必要とする状態」については、

３日目以降に医療資源投入量が低下していること等から、評価日数が５日間から２日間に変更された。

〇 救急搬送により入院した内科系症例の重症度、医療・看護必要度の該当割合は、外科系症例の重症

度、医療・看護必要度の該当割合よりも低くなる傾向にある

➣ 現在の「重症度、医療・看護必要度」では、内科系症例が十分に評価されているとは言えず、内科系

の患者割合が高い医療機関では必要度を維持できず、病院経営に深刻な影響を及ぼしているので

はないか？



令和６年度改定において、
評価日数が５日間から２日
間に短縮された

（ ３日目以降に医療資源

投入量が低下している等
の理由による）
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令和７年１０月８日 中医協総会「入院（その２）」

支払い側の主張（概要）日本医師会の主張（概要）

〇緊急入院の該当日数を延ばす方法については、前回改定で医療
資源投入量を踏まえて救急搬送後の日数を短縮したことや、入
院日数の延長に繋がる懸念があるから考えにくい

〇医療資源投入量に基づき評価することも、医療費の増加を招く
ことが懸念される

〇内科系の疾患に応じた評価も、病名のアップコーディングが懸念
される

〇救急搬送患者数を指数化する方法についても、懸念がないわけ
ではないが、相対的に医療機関がコントロールしにくい印象を受
けるので、これらの方法を軸にシミュレーションをして、その結果
を見ながら、議論を進めてはどうか

〇重症度、医療・看護必要度の評価において、これまで内科系疾患

の評価が低いとの指摘があったところであり、「手術なし症例」を

より反映する指標や救急搬送患者の評価の重みを増す方法の検

討がなされ、これらの密度の高い医学的管理の適切な評価を図

ることに異論はないが、新たな評価を加えることにより、他の評

価が適正化や厳格化されることがあってはならない

重症度、医療・看護必要度について



令和７年１０月８日 中医協総会「入院（その２）」

【論点】

〇急性期の拠点的な機能を評価している総合入院体制加算と急性期充実体制加算では、類似しているが異なる施設基準が設定

されている等、複雑な評価となっているが、それらの評価の趣旨や地域医療における意義を踏まえ、類似した二つの評価体系が

ある現状と、その評価のあり方についてどう考えるか。

○人口規模の少ない医療圏等で拠点的な機能を果たしている病院では、都市部にある病院と比較して、総合入院体制加算や急性

期充実体制加算の実績要件を満たすことが困難である一方で、そうした地域で救急医療や総合的な診療体制を確保するために

不可欠な病院もあることを踏まえ、そうした地域の拠点的な機能を果たす病院に求められる機能やその評価のあり方についてど

う考えるか。

○総合入院体制加算から急性期充実体制加算に移行した病院では、精神病床数の減少がみられているが、精神症状と身体症状

を一元的に対応できる医療機関の確保を図る観点から、総合入院体制加算と急性期充実体制加算における精神科の入院医療

に係る評価のあり方について、どのように考えるか。

総合入院体制加算と急性期充実体制加算について
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急性期充実体制加算等の見直し
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－４ 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価－①

入院医療の提供における総合性単科
の医療機関

高
度
・
専
門
的
な
急
性
期
医
療
の
実
績

急性期医療に関する高い実績
（急性期充実体制加算における悪性腫瘍手術等の６項目のうち５項目以上を満たす場合）

小児科又は
産科の実績

急性期医療に関する実績（手術件数の基準引き上げ）
（総合入院体制加算における悪性腫瘍手術等の６項目のうち全てを満たす場合）

一部の急性期医療に関する高い実績
（急性期充実体制加算における悪性腫瘍手術等の６項目のうち２項目以上を満たす場合）

一部の急性期医療に関する実績（加算２における手術件数の基準引き上げ）
(総合入院体制加算における悪性腫瘍手術等の６項目のうち４項目又は２項目を満たす場合)

小児科、産科及び精神科の入院医療提供

小児科及び産科の

入院医療提供

急性期充実体制加算１により評価

急性期充実体制加算２により評価

総合入院体制加算１により評価（+240点⇒+260点）

総合入院体制加算２又は３により評価（加算２は、+180点⇒+200点）

急性期医療における診療実績及び入院医療の提供体制に基づく評価体系（イメージ）

※ 精神科充実体制加算については、小児及び産科の実績はないものの、精神科の実績がある場合に算定する加算(+30点)とする。

小児科、産科及び精神科の実績

小児・周産期・精神科充実体制加算（+90点）により評価※

小児科、産科及び精
神科の実績

小児・周産期・精神科充実体制加算（+60点）により評価※

多くの診療科に
対応可能な医療機関
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令和７年１０月８日 中医協総会「入院（その２）」

支払い側の主張（概要）日本医師会の主張（概要）
〇総合入院体制加算と急性期充実体制加算は、統合する方向に異論はない。

共通点は多いが、どんな病気も断らない幅広さと、難しい手術を一手に引
き受けるといった性格の違い、成り立ちの違いも踏まえて急性期の拠点機
能を評価するための指標や重みづけについて、今後、議論したい

〇人口の少ない地域については、救急搬送等の実績をシェア率等で見ると
いった一定の配慮はあり得るが、その代わりに、他の医療機関を支援する機
能を求めようといった工夫も必要

〇精神科については、身体症状と精神症状を一体的に診ることができる機能
を、地域で確保する観点からも必要

〇総合入院体制加算は、幅広い総合的な診療体制を評価するものであるのに

対して、急性期充実体制加算は高度あるいは専門的な医療の提供体制を評

価するものとして、それぞれ趣旨が異なるものではあるが、両加算の点数の

差もあり、地域の総合病院の精神科病床数等が減少する弊害も生じた

〇両者の一本化の方向性も見受けられ、次回改定に向けて、それぞれの加算

の趣旨を活かしつつ、かつ施設基準のハードルを上げることなく、柔軟に見

直しを図っていくべき

〇また、人口規模の少ない医療圏等で拠点的な機能を果たしている病院の評

価としては、資料に示されているとおり地域シェア率の考え方を導入するこ

とも検討すべきと考えるが、地域の設定などについては丁寧な検討が必要

〇急性期充実体制加算に精神科を充実する体制を評価する加算が設定されて

いるものの、精神病床の減少が見られており、施設基準ではなく、現行の加

算に上乗せして評価する仕組みが求められる

総合入院体制加算と急性期充実体制加算について



令和７年１１月５日
中医協総会「入院（その３）」
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令和７年１１月５日 中医協総会「入院（その３）」

【論点】

○ 高齢者の生理学的特徴や地域包括医療病棟における診療の現状を踏まえ、より高

齢の患者を入院させることへの負のインセンティブを生まない観点から、平均在院日

数やADL要件等のアウトカム評価の在り方について、どう考えるか。

○ 地域包括医療病棟に求められる、高齢者に頻度の高い疾患や緊急入院の受け入

れを促進する評価の在り方について、例えば、地域包括医療病棟の入院料は患者

によらず一律であるが、手術のない緊急入院の患者は手術を行う患者と比べ、包括

範囲内で実施される医療が多いが出来高で算定できる医療は少ないこと等を踏まえ、

どのように考えるか。

地域包括医療病棟について
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令和７年１１月５日 中医協総会「入院（その３）」

支払い側の主張（概要）日本医師会の主張（概要）

〇要介護の高齢者を多く受け入れた場合に、ADLが低下
しやすいというのは事実であり、ADLを低下した患者の
割合を5%以下にするという要件については、ADLが低
下しやすい患者が多い場合の救済措置として検討の余
地がある。

〇平均在院日数については、高齢者ほど在院日数が長くな
る傾向が明らかであり、地域包括医療病棟で在院日数が
長くなることは一定程度理解する。

〇ただし、85歳以上の患者割合にばらつきも見られるこ
とから、一律の緩和というよりも、特に在院日数の長い
85歳以上の患者が多い場合に限り、別途の基準を設け
ることが妥当

〇手術のない緊急入院や救急搬送からの入院については、
医療資源投入量に応じた評価になっていないということ
は事実。外科系と内科系の相対的な違いを是正し公平な
評価になるよう、きめ細かな評価を見直すことが考えら
れる。

〇高齢の患者さんは、資料にありますように、平均

在院日数が長く、退院時のADLが悪化しやすい結

果となっており、平均在院日数の見直し及び退院

時のADL悪化患者割合５％未満ルールの見直しは

必須

〇手術のない緊急入院や救急搬送からの入院の患

者さんは、包括内出来高実績点数が高い一方で、

出来高算定部分が少なく、実態に即して、より一層

評価すべき

地域包括医療病棟について
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令和７年１１月５日 中医協総会「入院（その３）」

【論点】

○ 急性期病棟を持たない病院で在宅患者を多く受け入れる地域包括ケア病棟の機能

や入院する患者像は、地域包括医療病棟と重複がみられ、重症度がやや低い。両

病棟は評価体系や施設基準が異なっており、患者ごとにどちらの病棟がより適する

かの判断を要すること等を踏まえ、入院時に患者の病態が明らかでない中で受け入

れを円滑に行う体制の在り方について、どのように考えるか。

包括期の入院医療について
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令和７年１１月５日 中医協総会「入院（その３）」

支払い側の主張（概要）日本医師会の主張（概要）

〇地域包括医療病棟に比べて、地域包括ケア病棟の

ほうが、重症度、医療・看護必要度の得点が低いこ

とに留意しつつ、機能の低い地域包括ケア病棟と

するのか、やや軽症向けの地域包括医療病棟とす

るのか、 いずれかの方法で新たな評価区分を設

定することが考えられる。

〇地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の入院患

者の重症度、医療・看護必要度には、かなり差異が

あり、論点には、「患者ごとにどちらの病棟がより

適するかの判断を要する」との記載もあるが、現状

においては必ずしもそうではない。

〇地域包括ケア病棟から地域包括医療病棟への移

行を困難にする最大の要因の１つが、重症度、医

療・看護必要度を満たせないことであることも実

態を示している。

包括期の入院医療について
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令和７年１１月５日 中医協総会「入院（その３）」

【論点】

○ 地域包括医療病棟の機能や入院する患者像は急性期一般入院基本料２～６の病

棟と重複がみられる。両病棟はともに10対１看護配置であるなど施設基準の共通点

があるものの、評価体系等が異なっており、患者ごとにどちらの病棟がより適するか

の判断を要すること等を踏まえ、入院時に患者の病態が明らかでない中で受け入れ

を円滑に行う体制を確保するための在り方について、どのように考えるか。

包括期の入院医療について
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令和７年１１月５日 中医協総会「入院（その３）」

支払い側の主張（概要）日本医師会の主張（概要）

〇地域包括医療病棟と急性期一般入院料2から6の

ケアミックス病院では、入棟患者に大きな差がな

い。

〇同じ10対1の急性期一般入院料２から６と、地域

包括医療病棟の併設が一定程度あり、特に重症度、

医療・看護必要度が同等の急性期一般入院を4と

の組み合わせが多い。

〇高齢者救急への対応を強化する視点、医療機能の

分化連携により効率的な地域完結医療を目指すた

めには、急性期医療と地域包括医療のケアミック

スの必要性は高くないものと考える。

〇地域包括医療病棟と、急性期一般入院基本料２～

６については、機能や入院患者像が重複している

との指摘がなされているが、本件に関しては、今

後の急性期医療の再編を踏まえながら、実態に即

して検討していく案件であり、病院経営にも大きく

影響することでもあるから、中長期的に、ゆっくり

と、着実に、年数をかけて検討していく事案である

〇病床再編の方向性を指し示すことを否定するもの

ではないが、足元の病院経営の極めて悪化してい

る時に、１回の診療報酬改定で、一気に進めること

は厳に慎むべきであり、数年単位の猶予を持って

対応すべきことと強く要望する

包括期の入院医療について
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５．OTC類似薬
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OTC類似薬の保険給付の在り方の見直しは時期尚早であり反対

医療用医薬品であれば、1～3割の負担ですが、一般用医薬品ではその10倍以上の

価格になるものもあり、その全額が自己負担になります。特に影響が大きいのが、難
病や心身障害者、生活保護受給者、小児の医療費助成等で、助成の対象外となって
しまいます。病気で苦しむ方や経済的弱者の負担が重くなります。

１．患者・家族の経済的、物理的な負担の問題

OTC類似薬が保険適用除外となると、医療機関にアクセスできても地方やへき地等
で市販薬に簡単にアクセスできない地域もあり、そこでは患者さんに薬が届きません。

また、院内での処置等に用いる薬剤や、更には薬剤の処方、また在宅医療における
必要な薬剤使用にも影響します。

２．アクセス等の問題

医療機関への受診遅延による健康被害が懸念されます。重篤な疾患の早期発見・早
期治療の機会を失うなどさまざまなリスクがあります。

３．医学的な見地からの問題

205



OTC類似薬が保険から外れると

206

○○（薬剤名）はOTC類似薬
ですので、ご自身でご購入下
さい

今まで薬代１ヵ月
300円ぐらい
だったっけ・・・

① ②
○○（薬剤名）のOTCを1ヵ月分
買いたいのですが・・・

○○プレミアムＳ（商品名）２箱
(1ヵ月分)で5,000円です

③

5,000円！？
なんでこんなに高いの？
よく使う薬なのに
これからどうしよう・・・

④
OTC類似薬が保険から外れる
と、広告費などが上乗せされた
OTC医薬品を購入することに
なるため、何倍も高い自己負
担となります

ドラッグストア等

医療機関



１錠／１ｇ当たりの
自己負担額

販売価格（メーカー希
望小売価格）

OTC医薬品販売名
（代表的なもの）

処方薬（OTC類似薬）
（薬価＊）

一般名

約52倍
６錠 1518円

（１錠 253.0円）
アレジオン20

20ｍｇ 14.5円
（3割自己負担 4.8円）

エピナスチン塩酸塩
（抗アレルギー薬）

約58倍
６錠 1078円

（１錠 179.7円）
ガスター10 S錠

10mg 10.4円
（3割自己負担 3.1円）

ファモチジン
（胃薬）

約21倍
12錠 768円

（１錠 64.0円）
ロキソニンS

60mg 10.1円
（3割自己負担 3.0円）

ロキソプロフェンナトリウ
ム水和物錠

（解熱・鎮痛薬）

約29倍
60g 1550円
（１g 25.8円）

ヒルマイルド
1ｇ 3円

（3割自己負担 0.9円）
ヘパリン類似物質

（皮膚保湿剤）

約39倍
６錠 1480円

（１錠 246.7円）
パリエットS

10mg 19.0円
（3割自己負担 6.3円）

ラベプラゾールナトリウ
ム（PPI）

処方薬とOTC医薬品の価格差

207*薬価については価格が最も低いものを記載



208厚生労働省「第168回社会保障審議会医療保険部会」（令和5年9月29日）【資料３】「 「経済財政運営と改革の基本方針2023」等関連事項について」26頁

厚労省資料



209（出所）厚生労働省 第202回社会保障審議会 医療保険部会資料（令和７年11月6日開催）資料１－２「薬剤給付の在り方について」39頁<https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001591452.pdf>

厚労省資料

約３～23倍

約10～36倍

約８～21倍

約25～50倍

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001591452.pdf
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厚労省資料
令和7年10月16日 第200回社会保障審議会医療保険部会
資料1「薬剤給付の在り方について」30頁



厚労省資料
令和7年10月16日 第200回社会保障審議会医療保険部会
資料1「薬剤給付の在り方について」29頁
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BS-TBS「報道１９３０」テレビ出演（令和７年11月20日）

212

OTC類似薬の保険適用除外について明確に
反対の説明をしてきました



ご清聴ありがとうございました

*http://www.kinenbi.gr.jp/

http://www.kinenbi.gr.jp/


（参考）令和7年 診療所の緊急経営調査 結果
-令和5年度、6年度実態報告-

214



調査概要

目的

• 令和５年度と６年度の２年分の診療所（医療法人、個人立、他）の経営実態を早急に把握し、今後の議論

に備える。

概要

• 調査対象 日医A1会員の診療所管理者（院長） n=71,986 対象

• 調査時期 令和7年6月2日～7月14日

• 調査手法 Web調査と郵送調査の併用

• 調査内容 令和5・6年度の2年度分の収支、課題など

日医総研で実施・分析

回収数

• 13,535 (18.8％） うち収支部分が有効な回答は11,103  (うち医療法人6,761、個人立4,180)
• 損益計算書の記載が不完全な回答を対象外とした。

※詳細：日医総研ワーキングペーパー No.494 「令和７年 診療所の緊急経営調査」

定例記者会見（令和7年9月17日） 215



回答施設

開設主体と病床の有無

有床診療所無床診療所診療所全体

％回答数％回答数％回答数開設主体

89.1 574 59.2 6,187 60.9 6,761 医療法人

9.8 63 39.44,117 37.6 4,180 個人立

1.1 7 1.5 155 1.5 162 その他

100.0 644 100.0 10,459 100.0 11,103 全体

開設主体の「その他」は、社会福祉法人、公益社団法人、一般社団法人、生活協同組合、国民健康保険、国、公立、公的、私立学校法人等を含む。
事業年度の定義は以下としている。

• 令和５年度は令和5年4月～6年3月（2023年4月～24年3月）の間に終了する年度、個人立は令和5年
• 令和６年度は令和6年4月～7年3月（2024年4月～25年3月）の間に終了する年度、個人立は令和6年

診療所として介護事業を実施している施設では介護収益があるが、ここでは介護収益も含めた合計を「医業収益」としている。また、介護に係る費用も含めて「医業費用」として
いる。医業利益率＝（医業収益－医業費用）÷医業収益、経常利益率＝（医業利益＋医業外収益－医業外費用）÷医業収益

なお、医業収益には自費診療の収益も含む。医業外収益には補助金収益などを含む。

有床診療所無床診療所診療所全体

％回答数％回答数％回答数

34.3 222 53.7 5,610 52.5 5,832 内科

0.6 4 8.1 851 7.7 855 小児科

8.0 52 4.4 465 4.7 517 外科

9.6 62 6.3 656 6.5 718 整形外科

31.2 201 2.6 272 4.3 473 産婦人科

7.6 49 6.3 657 6.4 706 眼科

0.8 5 6.1 640 5.8 645 耳鼻咽喉科

0.2 1 4.4 457 4.1 458 皮膚科

0.5 3 2.5 263 2.4 266 精神科

5.1 33 3.9 407 4.0440 その他

1.9 12 1.7 181 1.7 193 不明・無回答

100.0 644 100.0 10,459 100.0 11,103 全体

主たる診療科
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1．利益率（令和5年度→6年度） ①医療法人

• 令和6年度、診療所の経営は前年度から大幅に悪化した。

• 医療法人(n=6761)の医業利益率は6.7％から3.2％に悪化、経常利益率は8.2％から4.2％に半減した。

• 令和6年度の医業利益は45％(3059施設）が赤字、経常利益は39％ (2650施設）が赤字であった。

6.7%
8.2% 7.6% 9.0%

2.7%
4.7%

3.2% 4.2% 3.6% 4.4%
1.3%

3.0%

0%

5%

10%

15%

医業利益率 経常利益率 医業利益率 経常利益率 医業利益率 経常利益率

全体(n=6761) 無床診療所(n=6187) 有床診療所(n=574)

医療法人

医業利益率、経常利益率

令和5年度 令和6年度

医療法人全体 医業利益の赤字割合（％） 医療法人全体 経常利益の赤字割合（％）

赤字, 

31.3
黒字, 

68.7

令和5年度

赤字, 

45.2
黒字, 

54.8

令和6年度

赤字, 

24.6

黒字, 

75.4

令和5年度

赤字, 

39.2黒字, 

60.8

令和6年度
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医療法人

（令和）年度

有床診療所 n=574無床診療所 n=6,187全体 n=6,761

増減
ポイント

6年度5年度
増減

ポイント
6年度5年度

増減
ポイント

6年度5年度

-1.31.3%2.7%-4.03.6%7.6%-3.53.2%6.7%平均値

医業利益率 -1.50.1%1.6%-4.01.2%5.2%-3.81.1%4.8%中央値

0～2%未満0～2%未満0～2%未満0～2%未満0～2%未満0～2%未満最頻階級

-1.73.0%4.7%-4.54.4%9.0%-4.04.2%8.2%平均値

経常利益率 -1.71.7%3.4%-4.42.2%6.6%-4.12.1%6.2%中央値

0～2%未満0～2%未満0～2%未満0～2%未満0～2%未満0～2%未満最頻階級

1．利益率（令和5年度→6年度） ①医療法人

• 医療法人全体（令和６年度）の医業利益率、経常利益率の中央値はそれぞれ1.1％、2.1％であった。

• いずれも中央値が平均値より約2ポイント低く、最頻値（階級）は0％～2％であった。

• 物価高騰・人件費上昇に加え、コロナ補助金・診療報酬上の特例措置の廃止、診療報酬改定を

含む影響で、令和6年度の利益率は前年度から大きく低下した。
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医療法人全体 令和6年度 経常利益率

平均値 4.2％
中央値 2.1％
最頻値 0～2％未満
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医療法人全体 令和5年度 経常利益率

赤字
24.6％

（％）

平均値 8.2％
中央値 6.2％
最頻値 0～2％未満

1．利益率（令和5年度→6年度） ①医療法人 分布
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個人立全体(n=4180）

増減率
（％）

増減額
令和6
年度

令和5
年度

-3.7%-3,262 84,330 87,591 医業収益

2.4%1,440 62,051 60,611 医業費用

-17.4%-4,702 22,279 26,981 医業利益

-19.5%-5,323 21,962 27,285 経常利益

1．利益率（令和5年度→6年度） ②個人立

• 個人立（n=4,180)の利益率も大きく低下した。経常利益（額）は対前年で19.5％減少した。

• 個人立の事業所は、医療法人の事業所と収支構造が違うため、利益の意味が異なることに留

意が必要。

30.8% 31.1% 31.5% 31.8%

14.1% 15.0%

26.4% 26.0% 27.0% 26.6%

13.7% 13.4%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

医業利益率 経常利益率 医業利益率 経常利益率 医業利益率 経常利益率

全体(n=4180) 無床診療所(n=4117) 有床診療所(n=63)

個人立

医業利益率、経常利益率

令和5年度 令和6年度

個人立の事業所と医療法人の事業所では収支構造が違い、「利益」の意味が異なることに留意が必要。個人立では、事業者所得（開

設者の報酬）が損益計算書の「費用」に含まれず、「利益」に含まれるため、医療法人に比べて利益率は高くなる。また、個人立の利益

の中から、所得税・住民税、社会保険料の支払いが行われる。

（千円）
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-0.8%
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1.0%

3.0%

5.0%

全体(n=6761) 無床診療所(n=6187) 有床診療所(n=574)

医療法人

医業収益、医業費用の増減率

医業収益 医業費用

２．医業収益と医業費用（令和5年度→6年度） ①医療法人

• 医療法人全体の医業収益は2.3%減少し、医業費用は1.4％増加した。無床診療所、有床診療所

とも同様の傾向であった。

• コロナ補助金・診療報酬上の特例措置の廃止による減収が医業収益に大きな影響を与えた。
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-5.0%

-3.0%
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3.0%

5.0%

全体(n=4180) 無床診療所(n=4117) 有床診療所(n=63)

個人立

医業収益、医業費用の増減率

医業収益 医業費用

２．医業収益と医業費用（令和5年度→6年度） ②個人立

• 個人立も同様に、医業収益は全体で3.7％減少、医業費用は2.4％増加した。

※有床診療所はn数が少ないため参考値
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1.4% 1.7%

3.1%

0.6%
0.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

全体 給与費 医薬品費・

材料費

減価償却費 委託費・

その他

医業費用

医療法人 全体

医業費用の増減率（令和5年度→令和6年度）

2.4% 2.4%

5.2%

-1.0%

0.8%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

全体 給与費 医薬品費・

材料費

減価償却費 委託費・

その他

医業費用

個人立 全体

医業費用の増減率（令和5年度→令和6年度）

３．医業費用 項目別増減率 （医療法人・個人立） 令和6年度
• 人件費上昇と物価高騰の影響を受けて、医療法人、個人立ともに、給与費、医薬品費・材料費

が対前年で増加した。 (千円）

金額 割合 金額 割合

医業収益 189,921 100 .0% 185 ,586 100 .0% -4 ,335 -2 .3%

医業費用 177,177 93 .3% 179 ,698 96 .8% 2 ,521 1 .4%

　給与費 93,778 49.4% 95,335 51.4% 1,557 1.7%

　医薬品費・材料費 29,740 15.7% 30,669 16.5% 929 3.1%

　委託費 8,177 4.3% 7,857 4.2% -320 -3.9%

　減価償却費 7,388 3.9% 7,435 4.0% 47 0.6%

　その他の医業費用 38,094 20.1% 38,401 20.7% 307 0.8%

医業利益 12,743 6 .7% 5 ,888 3 .2% -6 ,856 -53 .8%

医業外収益 5,027 2.6% 4,046 2.2% -981 -19.5%

医業外費用 2,273 1.2% 2,224 1.2% -49 -2.2%

経常利益 15,498 8 .2% 7 ,710 4 .2% -7 ,788 -50 .3%

医療法人 全体(n=6761)

令和5年度 令和6年度
増減額 増減率

(千円）

金額 割合 金額 割合

医業収益 87,591 100 .0% 84 ,330 100 .0% -3 ,262 -3 .7%

医業費用 60,611 69 .2% 62 ,051 73 .6% 1 ,440 2 .4%

　給与費 23,341 26.6% 23,910 28.4% 569 2.4%

　医薬品費・材料費 14,708 16.8% 15,471 18.3% 763 5.2%

　委託費 3,111 3.6% 3,157 3.7% 47 1.5%

　減価償却費 4,007 4.6% 3,966 4.7% -41 -1.0%

　その他の医業費用 15,445 17.6% 15,547 18.4% 102 0.7%

医業利益 26,981 30 .8% 22 ,279 26 .4% -4 ,702 -17 .4%

医業外収益 1,540 1.8% 779 0.9% -762 -49.4%

医業外費用 1,236 1.4% 1,096 1.3% -141 -11.4%

経常利益 27,285 31 .1% 21 ,962 26 .0% -5 ,323 -19 .5%

個人立全体(n=4180)

令和5年度 令和6年度
増減額 増減率
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医療法人：57.5％
個人立 ：58.0％

医業収益（令和5年度→令和6年度）

医業費用（令和5年度→令和6年度）

４．収益・費用増減率の分布 （医療法人・個人立）

• 約7割の施設で医業収益が対前年比で減少した。また約6割の施設で医業費用が増加した。
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(%) 医業収益が減少

医療法人：65.5％
個人立 ：71.2％
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５．診療科別利益率 ①医療法人 医業利益率（R５→R６）

医療法人 無床診療所 医業利益率

• 医療法人のほぼすべての診療科で医業利益率が悪化した。特に、発熱外来など感染症対応を

実施してきた内科、小児科、耳鼻咽喉科では、令和6年度のコロナ関連補助金・診療報酬上の

特例措置廃止や診療報酬改定の影響が大きく、小児科では呼吸器感染症の変動も影響した。

医療法人 無床診療所 医業利益率 平均値

7.6% 7.6%

15.6%

2.6%

5.3% 5.4% 6.1%
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医療法人 無床診療所 医業利益率 中央値
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５．診療科別利益率 ①医療法人 経常利益率（R５→R６）

医療法人 無床診療所 経常利益率

医療法人 無床診療所 経常利益率 平均値 医療法人 無床診療所 経常利益率 中央値
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• 医療法人のほぼ全ての診療科で、経常利益率も平均値、中央値ともに悪化した。
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５．診療科別利益率 ②個人立 医業利益率（R５→R６）

個人立 無床診療所 医業利益率

• 個人立の全ての診療科で、医業利益率は平均値、中央値ともに低下した。

個人立 無床診療所 医業利益率 平均値 個人立 無床診療所 医業利益率 中央値
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５．診療科別利益率 ②個人立 経常利益率（R５→R６）

• 個人立の全ての診療科で、経常利益率は平均値、中央値ともに低下した。

個人立 無床診療所 経常利益率

個人立 無床診療所 経常利益率 平均値
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決算期別の医業利益率、経常利益率 医療法人（全体）

経常利益率医業利益率

n数

令和6年度令和5年度令和6年度令和5年度

中央値平均値中央値平均値中央値平均値中央値平均値

3.4%5.2%6.7%9.8%2.3%3.9%5.3%7.6%1,682 4月～6月決算

2.7%4.4%6.8%8.4%1.5%3.2%5.3%6.8%2,514 7月～9月決算

1.2%4.0%5.8%7.8%0.1%2.5%4.5%6.4%835 10月～12月決算

0.5%3.2%4.8%6.8%-0.3%2.8%3.8%6.1%1,682 1月～3月決算

６．決算期別利益率

• 医療法人の決算月は法人によって異なるが、令和7年1月～3月の間に令和6年度の決算を迎

えた診療所では、医業利益率が2.8％、経常利益率が3.2％であった。

• 決算期が直近に近づくほど利益率が低下している。令和6年度の4～6月決算以降、前回改定

の影響も受けて、経営環境の悪化が顕著に進んでいる。
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医療法人 全体 経常利益率 －都市規模別

6.6%

8.7% 8.8% 9.1%

3.2%
4.9% 4.1% 3.8%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

大都市

(n=1997)

中都市

(n=2766)

小都市

(n=1588)

町・村

(n=405)

令和5年度 令和6年度

都市規模別の大都市は政令指定都市および特別区、中都市は人口10万人以上の市、小都市は人口10万人未満の市。

７．地域別利益率

• 診療所の地域に関わらず経営悪化が見られた。医業利益率、経常利益率は、大都市から町村

まで、いずれの地域においても低下した。

令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度

平均値 6.6% 3.2% 8.7% 4.9% 8.8% 4.1% 9.1% 3.8%

中央値 5.6% 1.6% 6.3% 2.5% 6.3% 2.2% 6.8% 2.8%

405

大都市 中都市 小都市 町・村

経常利益率

n数 1,997 2,766 1,588

平均値と中央値
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８．経営課題

• 「物価高騰・人件費上昇」、「患者単価の減少」、「患者減少・受診率低下」を課題に挙げる診

療所が半数以上を占めた。「施設設備の老朽化」が41.3％、「近い将来、廃業」が13.8％を占

めた。これらはどの地域でも課題とされていた。

76.0%

60.6%

51.0%

41.3%

37.9%

29.5%

21.1%

19.3%

13.8%

13.7%

11.4%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

物価高騰・人件費上昇

患者単価の減少

患者減少・受診率低下

施設設備の老朽化

人材確保困難・離職増加

ICT対応遅れ・負担増

継承困難・医師高齢化

医師の過重労働

近い将来、廃業

資金繰り悪化

多様な患者ニーズ対応

借入金増大

経営課題（複数回答） n=13,535
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まとめ

• 診療所の直近の経営状況は、医療法人、個人立ともに減収減益で、前年度から大

幅に悪化したことが判明した。医療法人の約4割が赤字となり、個人立では経常利

益が約2割減少した。

• 物価高騰・人件費上昇に加え、コロナ補助金・診療報酬上の特例措置を含めた影

響の結果であり、診療所の診療科や地域に関わらず、経営が悪化した。また、直

近の決算期ほど利益率が低く、経営環境の悪化が顕著に進んでいる。このままで

は、令和7年度は医療法人の約5割が経常利益赤字となることも予想される。

• 診療所の経営者が厳しい経営に直面する中で、多くの診療所が地域から撤退・消

滅し、病院とともに担っている地域の医療提供を継続できなくなる可能性がある。

• 地域の患者さんへの医療を安定的に提供し続けるため、次期診療報酬改定での

大幅な手当と、早期の補助金ならびに期中改定による緊急かつ最大限の支援が

不可欠である。その実現に向けて、国への働きかけをさらに強力に行う所存である。
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